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建築改修工事特記仕様書(1)

　令和5年3月

章 項目 特記事項

3．工事種目

2．敷地面積

1．工事場所

Ⅰ　工事概要

特記仕様書

４．工事内容

５．指定部分　　　　　　　　　　　　  ・ 有　   ・ 無　　対象部分（　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　指定部分工期　　　年　　月　　日

６．工事範囲

3　防水改修工事

7　塗装改修工事

9　環境配慮改修工事

8　耐震改修工事

6　内装改修工事

5　建具改修工事

外壁改修工事

外壁改修工事

外壁改修工事

4　外壁改修工事

タイル張り仕上外壁

塗り仕上外壁

モルタル塗り仕上外壁

コンクリート打ち放し仕上外壁

ただし、他の工事種目は全て、今回工事範囲とする。
「3．工事種目」のうち各工事項目における工事範囲は下記表のとおりとする。

※ 「3．工事種目」すべてを工事範囲とする。

工事項目

2　仮設工事

工事種目

１．共通仕様
Ⅱ.  　建築改修工事仕様

・  印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
・  印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。

　２）特記事項は、 ・  印の付いたものを適用する。

　４）特記事項に記載の (      ) 内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
　３）特記事項に記載の [     ] 内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

（２）電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれ
ぞれの工事特記仕様書を適用する。なお、電気設備工事の特記仕様書および機械設備工事の特記

（３）本特記仕様書の表記

　５） 　 　印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（グリーン購入法）の特定調達品

（１）図面及び本特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の次の仕様
        書等のうち、    の付いたものを適用する。

・ 建築物解体工事共通仕様書

・ 公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）　　　　　　　　　（以下、「改修標準仕様書」という。）
・ 公共建築工事標準仕様書（建築工事編）　　　　　　　　　（以下、「標準仕様書」という。）
・ 建築工事標準詳細図（令和4年版）（以下、「標準詳細図」という。）　　

　１）項目は、番号に 　　印の付いたものを適用する。

仕様書は各設備図面に掲載されたものによる。

目を示す。

（令和4年版）
（令和4年版）
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1
※ 適用する

［1.1.4］

地表面粗度区分                       （　・ Ⅰ   　・ Ⅱ　   ・ Ⅲ   　・ Ⅳ　）

適用区分 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。

風速（Vo=    m/s）

　　建設省告示第1455号における区域　別表（　    　）

　・ 風圧力

　・ 積雪荷重 　　

［1.3.3］

　・ 要　　　・ 不要

電気保安技術者

を補佐し、電気工作物の保安の業務を行うものとする。
工事現場に配置する電気保安技術者は、電気事業法に基づく電気主任技術者の職務

条件明示項目 ・ 現場説明書による ［1.3.5］

工事実績情報

・
・

　・ 本工事は施設を運用しながら行う工事であるため、騒音,振動等が施設の日常運用に

　・ 建設発生土仮置場
　・ 資機材置場
　・ 工事用車輌の駐車場所

・ 下記以外は現場説明書による

・
・ 図示　

図示　

　・　　　　　　　　　　　　　　　          

建築改修工事特記仕様書 令和4年版Ver.1-A

発生材の処理等
a.発生材うち発注者に引き渡しを要するもの

・ 金属類及びPCB(ポリ塩化ビフェニル)含有物
※ PCB(ポリ塩化ビフェニル)含有物

・

c.特別管理産業廃棄物の有無および処理

b.工事現場において再利用を図るもの及び再資源化を図るものは次による。なお、「再生

・ 図示　　　　　・

(1)ひ素,カドミウム含有の石こうボードの処理(対象︓1997年４月以前に製造され

(a)対象となる石こうボードの有無 　・ 有り(図示)　　　　　・ 無し　　　　　・ 不明
たもの)

資源利用［促進］計画（実施）書」を提出する。

［1.3.12］

・ 石こうボードの製造業者に処分委託する
・ 管理型最終処分場で埋め立て処分する

(2)ひ素,カドミウム非含有の石こうボードの処理

・ 
※ 再資源化施設で再資源化する

次の方法により対象となる石こうボードの判別を行い、存在が確認されたもの
については次により処理する。

処理方法

(b)対象となる石こうボードの有無が「不明」の場合は次による

(3)PCB含有シーリングの処理(対象︓1972年以前に製造されたポリサルファイド系

※ 対象となるシーリング材の調査を行う
※ 調査の手順は次による

(1)サンプリングを行い、日本シーリング材工業会による判定を行う(一

(2)一次判定でPCB分析が必要と判定された場合は、専門機関によ
る分析調査を行う(二次判定)

・  

(a)対象となるシーリング材の有無   　　・ 有り(図示)　　 　・ 無し　 　　・ 不明
(b)対象となるシーリング材の有無が「不明」の場合は次による

シーリング)

次判定)(サンプリング数は監督職員と協議のこと)

(6)その他、特別管理産業廃棄物の対象となる材料の存在が確認されたものについて
は、解体共通仕様書及び関係法令に基づき適正に処分すること

d.全ての発生材は適正,適法に場外搬出処理を行うものとし、改修標準仕様書及び解体
共通仕様書による。なお、現場構内における焼却処分,埋設処分を行ってはならない。

(5)CCA処理木材の処理

※ 対象となる木材の調査を行う。
※ 調査の手順は次による。

1.床仕上げ材の一部を取り除き、木材に刻印されたJAS表示に「C」

2.一次判定で判断できない場合は、外観目視(色判定)を行うと共に

・  

(b)対象となる木材の有無   　　・ 有り(図示)　　　　　・ 無し　　　　　・ 不明
(c)対象となる木材の有無が「不明」の場合は次による。

(a)対象となる木材
建設年次が1963年以降である木造建物1階の土台,大引,根太、及び木

の文字があるか否かを確認する。ある場合はＣＣＡ処理木材であ
る(一次判定)。

呈色試薬(ていしょくしやく)による試験を行う(二次判定)。

「不明」の場合で、存在が確認された場合の処理に要した費用については、
設計変更の対象とする。

質系外構資材(木製デッキ材等)等

(d)対象となる木材が「有り」の場合、または判定で対象木材の存在が判明した

※ 含有判定の結果、対象木材の存在が確認されたものについては改修標
準仕様書 第1章の記載のとおりに処理を行う。なお、処理に要した費用

※ 「有り」の場合は、改修標準仕書 第1章の記載のとおりに処理を行う。

(分析調査費除く)については、設計変更の対象とする。

（令和4年版）　

a.建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有する

ない材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材
塗料,仕上塗材は,アセトアルデヒド及びスチレンを放散しない又は放散が極めて少
ボード,その他の木質建材,ユリア樹脂板,壁紙,接着剤,保温材,緩衝材,断熱材,

　　　①　合板,木質系フローリング,構造用パネル,集成材,単板積層材,ＭＤＦ,パーティクル
と共に、次の①から④を満たすものとする。

環境への配慮 (1.4.1)

料を使用する。

材料の品質等
a.本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質

及び性能を有するものとする。
b.図面内に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等

c.標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する

① 品質及び性能に関する試験データを整備していること。 
② 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。 
③ 安定的な供給が可能であること。 
④ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。 
⑤ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 
⑥ 販売、保守等の営業体制を整えていること。 

e.製造業者等に関する資料の提出を求める材料

d.本工事に使用する材料のうち、e 項に指定する材料の製造業者等は、次の①から⑥す
べての事項を満たすものとし、この証明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性
能等が評価されたことを示す書面を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、製造業
者名等が記載されているものは、証明となる資料等の提出を省略することができる。

品を使用する場合は監督職員の承諾を受ける。

ザ類,自動扉機構,自閉式上吊り引戸機構,防水材,現場発泡断熱材,フリーアクセスフ
ロア,移動間仕切,トイレブース,煙突用成形ライニング材,天井点検口,床点検口,グレー
チング,屋上緑化システム,エポキシ樹脂,ポリマーセメントモルタル

 [1.4.2]

工法とする。

施工数量調査 ［1.5.1,2］
a.施工数量調査範囲
※ 本工事範囲とし、各章の記載による　　　　　・ 図示

b.施工数量調査方法
※ 目視および非破壊検査とし、各章の記載による

調査のための
破壊部分の補修

補修方法は次による
※ 各章の記載による。
・

［1.5.3］

無収縮グラウト材,乾式保護材,既製調合モルタル,既製調合目地材,錠前類,クローザ

b.設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」とは

　　　④　建築基準法施行令第20条の７第３項の規定により国土交通大臣の認定を受け

　　　③　建築基準法施行令第20条の７第１項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建

　　　②　建築基準法施行令第20条の７第４項の規定により国土交通大臣の認定を受け
ムアルデヒド発散建築材料以外の材料

　　　①　建築基準法施行令第20条の７第１項に定める第一種,第二種及び第三種ホル

次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは、次の③又は④に該当する

ヒド,アセトアルデヒド及びスチレンを放散しないか、放散が極めて少ない材料を使用
　　　④　①の材料を使用して作られた家具,書架,実験台,その他の什器類は,ホルムアルデ

含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加されていない材料を使用する。
　　　③　接着剤は、可塑剤（フタル酸ジ-ｎ-ブチル及びフタル酸ジ-２-エチルヘキシル等を

　　　②　接着剤及び塗料は、トルエン,キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を
使用する。

したものとする。

材料を指す。

た材料

築材料

た材料

上記の他、監督職員の指示によるもの。

埋設配管等

・
配管や配線等の位置の墨出を行う

範囲　   ※　図示　    ・

※ 既存資料調査

・

・
労働安全衛生法、「電離放射線障害防止規則」（昭和47年労働省令第41号）
等に定めるところによるほか、次による。
(1)作業主任者は、エックス線作業主任者の資格を有するものとし、資格を証明

する資料を監督職員に提出する。
(2)放射線照射量は最小限のものとし、照射中は人体に影響のない程度まで照

射器より離れる。また、作業者以外の立入禁止措置を講ずる。
(3)露出時間は、コンクリートの厚さ等により、適宜調整する。
(4)付近にフィルム,磁気ディスク等放射線の影響を受けるものの有無を確認する。
(5)躯体の墨出しは、表裏でズレがないように措置を講ずる。

撮影枚数　    枚　
フィルムサイズ　
コンクリート厚さ　　  ｃｍ

    測定対象室        ・  図示          ・
    測定箇所数        ・  図示          ・

    着工前の測定     ※ 行う　 　　　　・ 行わない

次によるものとする。測定する場合は厚生労働省,学校施設基準等、本工事で適用され

測定対象室及び測定箇所数等は下記による。

室内空気中のホルムアルデヒド,トルエン,キシレン, エチルベンゼン,スチレンの濃度の測定は
 [1.6.9](1.5.9)

※ 測定する　 ・ 測定しない
る基準書が定める指針値以下であることを確認し、測定結果を監督職員に報告する。

測定方法 ※ パッシブ型採取機器　　　　・　簡易法
・ 測定バッジ

(以下「解体共通仕様書」という。)

(4)アスベスト含有建材の処理
改修標準仕様書 第9章の記載により対応する。

場合は次による。

(c)対象となる石こうボードが「有り」の場合は、上記(b)の処理方法で処理する。

の探査
コア抜き工事,あと施工アンカー工事,はつり工事に際し、事前に行う既存の埋設配管,埋
設配線,鉄筋等の探査方法は次による。

・ 破壊検査

2022.9.9

・ 

・ 図示による

・・ 図示　

及ぼす影響、及び施設職員の安全に注意すること。

管理型最終処分場で埋め立て処分する

探査機（電磁波レーダー法又は電磁波誘導法）による探査

放射線透過試験による探査

化学物質の
濃度測定

　※ 作成する    提出部数   ※ 各２部 

完成図等 ・ 完成図 ［1.9.1〜3］［表1.9.1］
・

　　種類　   ※ 改修標仕表1.8.1による。
　　　　　　ただし、種類は当該工事で該当する図面、表及び計画書とする。

※ 施工計画書
※ 施工図
・ 保全に関する資料

設備工事との 設備機器の位置、取合い等が検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。

設計ＧＬ

取り合い

・        部(Ａ３版第２原図及び電子媒体(CD-R))

なお、既存建物等の床面レベルを測定の上、設計図面との整合を確認すること。
※ 図示 ・ 

設計GL

ベンチマーク 工事施行に先立ち外周道路及び敷地内地盤高さを測量調査し、発注者,監督職員立
会の上で確定し、ベンチマークを設定した上で保存する。

完成写真
画素数・画質等提出部数撮影箇所数分類・規格

　・
　・
　・ ※ 500万画素以上

※ 500万画素以上※ 2
※ 5
※ 2

外部（　　） 内部（　　）
外観正面（ ※ 1   ・ 　　 ）
外部（　　 ） 内部（　 　）※ キャビネ版

・ 電子データ

・ カラー

工事完成時に次の写真を撮影し、監督職員に提出する。

・
・

　電子データは、フルカラーのBMP形式またはJPG形式の最高画像とし、CD-Rまたは
DVD-Rにて提出する。

　※ 撮影者は建築写真の専門業者とし、監督職員が承諾する者

撮影者は任意とする。
撮影者は建築写真の撮影実績があるもので、監督職員が承諾する撮影業者

足場その他 ・ 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドライン
の別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり
据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。

２　
仮
設
工
事

騒音,粉じん等
・ 工事現場からの落下物,飛散物による災害防止対策は次による。への対応

 [2.1.3]

防音シート,防音パネル等を設置する範囲
・ 図示　　　・

※ 防護シート　　　 　・ 防音シート　　　　 ・ 防音パネル　　 　　 ・ 防護鉄網　　　　
・

工事写真 工事写真は、「営繕工事写真撮影要領（平成31年版） 国土交通省大臣官房官庁
営繕部整備課」による他、監督職員の指示による。

提出部数   ※ １部      ・     部
提出部数   ※ １部      ・     部
提出部数   ※ １部      ・     部

既存図面修正

防護棚(養生朝顔)　　　・ 

工事施工に際し、既存施設部分を汚損した場合は、監督職員に報告し、補修方法,時その他
期について監督職員の承諾を受けた上で、現状に準じて補修,復旧する。

工事検査
合しない箇所等がある場合は、速やかに補修又は改造を行ったうえで、監督職員に報

a.工事の完成に当たって、受注者による自主検査を行い、関係法令又は設計図書に適

告し、監督職員の完成検査を受ける。

格した後にこれを受ける。このうち、法定検査手続きについてはそれを代行し、その検査に
b.関係法令等に基づく官公署その他関係機関の検査については、上記 a号 の検査に合

必要な書類,資機材,労務その他を提供し、立会も含め、受検に協力する。検査後は、
記録を作成し、監督職員に提出する。手数料等法定検査に要する費用は、請負代金
額に含まれる。

c.上記 b号 の検査の結果、補修又は改造が必要であると指摘された箇所がある場合は、
監督職員の指示により速やかに補修又は改造し、監督職員の再検査を受けるとともに、
官公署その他関係機関に対し必要な手続きを行う。なお、補修又は改造等に要する費
用は受注者の負担とする。

d.上記各号の検査に合格の後、検査員(又は監督職員)による完成検査を受ける。なお、
部分竣工の場合の検査回数は監督職員との協議による。この検査の結果、補修又は
改造が必要であると指摘された箇所がある場合は、監督職員の指示により速やかに補修
又は改造し、監督職員の再検査を受ける。

技能士 ［1.7.2］

技術検査 ［1.8.2］技術検査(中間検査)を実施する段階および実施回数
・

・ とび作業仮設工事
防水改修工事 ・ アスファルト防水工事作業 

・ アクリルゴム系塗膜防水工事作業
・ 合成ゴム系シート防水工事作業
・ 塩化ビニル系シート防水工事作業 ・ シーリング防水工事作業
・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業

・ FRP防水工事作業

・ ウレタンゴム系塗膜防水工事作業
・ セメント系防水工事作業

・ 左官作業 ・ 内外装板金作業　内外装改修工事 ・ タイル張り作業
・ 樹脂接着材注入工事作業
・ 建築塗装作業 ・ 金属塗装作業
・ プラスチック系床仕上げ工事作業　　     ・ 壁装作業　　    

・ ボード仕上工事作業・ カーペット系床仕上げ作業
・ 鋼製下地工事作業 ・ 大工工事作業

・ コンクリートブロック工事作業
・ 石張り作業

耐震改修工事
・ 鉄筋組立て作業
・ 型枠工事作業　　    ・ コンクリート圧送工事作業

外構工事
設備工事

・
・

適用工事種別 技能検定作業

・ ビル用サッシ施工作業　・ ガラス工事作業   ・ 自動ドア施工作業建具工事

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

2

への登録

・ 施工者の責任において確保
・ 施工者の責任において確保
・ 施工者の責任において確保

・　適用しない

内外装仕上一覧表（採用材料の品番等）・

・ 現況建物より算出

市民病院エレベータ棟改修および別館解体工事

別館解体工事設計図
市民病院エレベータ棟改修および

滋賀県守山市守山四丁目14番1号

EV棟　鉄骨造4階建（建築面積︓106.92㎡、床面積︓414.85㎡
・1階〜4階改修

12,084.88㎡

・北側外壁設置

※各建築物に付随するものすべて（外構、樹木(伐根)含む）
※その他監督員の指示するもの

ブロック、ALC工事 ・ ブロック建築　 ・ ALCパネル施工

3 13

3 13

・     10章による

32

・メンテナンス用階段増設

００１Ａ－

※解体工事は「解体工事特記仕様書」による



Ｇ

Ｇ
Ｇ

Ｇ
Ｇ

Ｇ
Ｇ

Ｇ

建築改修工事特記仕様書(2)

３　
防
水
改
修
工
事

施工数量調査 [1.5.2〜3]
a.調査範囲　   ・ 図示の範囲 　   ・

c.既存部分の破壊を行った場合の補修方法   　※ 監督職員と協議　　・ 図示
d.調査報告書　提出部数　   ・ ２部　   ・ 

b.調査方法　   ・ 図示     　・ 

降雨等に対する [3.1.3]
※ 改修標準工事仕様書3.1.3(5)(ア)〜(ウ)による     ・ 養生方法

改修工法 防水改修工法の種類,仕様は、以降記載の各項による [3.1.4]

有害物質を含む
材料の処理

[3.1.5]
「第1章5.発生材の処理等」の記載による

既存防水層の [3.2.6]
a.既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等   　・ 図示   　・

d.P0S工法及びP0SI工法（機械式固定方法）の既存保護層を撤去し防水層を非撤

 　※ 改修標準仕様書3.2.6(4)(ウ)(g)①〜③による　   ・ 

下地補修

去とした立上り部等の補修及び処置

A-1
※ A-2

A-3

・P2A

・P1B

・P2AI

・P1BI
・T1BI

B-1
※ B-2

B-3
AI-1

※ AI-2
AI-3
BI-1

※ BI-2
BI-3

※ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾙｨﾙﾑ 
  厚さ

・ 
保護材 

・ ｺﾝｸﾘｰﾄ

・ れんが 
※ ﾌﾗｯﾄﾔｰﾝｸﾛｽ 

70g/㎡程度 
・ 

アスファルト防水

種別 断熱材

[3.3.2〜4,3.3.5]

工法 絶縁用ｼｰﾄ 立上り部

a.屋根保護防水 　
  防水層の種別 

施工箇所

・ 乾式

押え 

押え 

の保護 

ルーフドレイン廻り
の処理

[3.2.5]
改修用ルーフドレインの設置(P0AS,P0ASI,P0D,P0DI,P0S,P0SI,P0X工法の場合)

※ 行う　　　　　　・ 行わない

b.既存露出防水層表面の仕上塗装の除去(M4AS,M4ASI,M4A,MADI工法の場合)
※ 行う　　　　　　・ 行わない

※ 図示　　　　　　・ 

c.既存露出防水層表面の仕上塗装の除去(L4X工法の場合)
※ 行う　　　　　　・ 行わない

e.設備機器架台,配管受部等との取り合い部処理
 　※ 改修標準仕様書3.2.6(6)による　   　・ 図示　　　　・

・

・
・

・
・

・
・

・

 0.15mm以上 

注記1︓断熱材は「JIS A 9521(建築用断熱材)による押出法ﾎﾟﾘスチレンフォーム
保温板３種bA(ｽｷﾝ層付き)又はJIS A 9511(発泡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ保温材)によ
るＡ種押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板３種b(ｽｷﾝ層付き)

（厚さ）

・ 50　　・
・ 図示

・
（材質）※注記1

・ 25  　・ 35

改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 　
  ※ 改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による　   ・

部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 
  ※ 改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による　   ・ 

平場の保護コンクリートの厚さ
　こて仕上げ　　※ 水下　80mm以上    　・
　床タイル張り　※ 水下　60mm以上    　・

・ 乾式保護材 　
※ 窯業系パネル︓無石綿の繊維質原料等を主原料として、板状に押し出し成形し、

・  金属複合板︓金属板と樹脂を積層一体化したもの。 
（品質,性能） 

（試験方法）

オートクレーブ養生したもの。

(一般社団法人)公共建築協会「工事建築材料等品質性能表」による

(一般社団法人)公共建築協会「工事建築材料等品質性能表」による

脱気装置の種類及び設置数量 　

屋根露出防水絶縁断熱工法の場合の、ルーフドレイン廻り及び立上り部周辺の断熱材

位置　   ※ 図示   　・ 

  ※ アスファルトルーフィング類製造所の指定による    　・

・ M4C

・ P0D

・ M3DI

・ M3D

・ P0DI

・ M4DI

D-2
D-1

D-4

D-3

C-2
C-1

C-4
C-3

DI-2
DI-1

・ ・

反射率
防水の
高日射

   ・

   ・

   ・

b.屋根露出防水 　
  防水層の種別 

種別 断熱材工法 仕上塗料 備考
種類 使用量

施工
箇所

の張りじまい

・

（材質）

・ 25  　・ 35
・ 50  　・ 

（厚さ）

注記2︓断熱材の材質は「JIS A 9521による硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱材2種11号もしく

※注記2

は2号で透湿係数を除く規格に合格するもの又はJIS A 9511によるＡ種硬
質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温板2種1号又は2号で透湿係数を除く規格に適合するもの

・ 図示

・ ・

・ ・

・ Ｐ２Ｅ ※ Ｅ－２
・・ Ｐ１Ｅ 保護層　　・ 設ける

　　　　　・ 設けない

c.屋内防水 　
種別 施工箇所工法 備考

押え金物の材質及び形状

d.屋根排水溝　  ※ 図示   　・
　※ アルミニウム製　Ｌ-30×15×2.0mm程度　     　・

・ MA4S

・ P0AS

・ M4ASI

・ M3AS

・ M3ASI

・ P0ASI

・ AS-J2
・ AS-T4

・ ASI-T1

・ AS-J4

・ AS-T2
・ AS-T1

・ AS-T3
・ AS-J3

・ ASI-J1

脱気装置 
  ・ 設ける 
  ・ 設けない 

  ・ 設ける 
  ・ 設けない 
脱気装置 
  ・ 設ける 
  ・ 設けない 

  ・ 設ける 
  ・ 設けない 
防湿層
  ・ 設ける 
  ・ 設けない 

高日射反
射率防水

      ・

      ・

      ・

改質アスファルト
シート防水   防水層の種別 

種別 断熱材工法 施工箇所

(1)改質アスファルトシートの種類及び厚さ 
　※ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による   　・ 

(2)粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ
  ※ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による   　・ 

(3)部分粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ 
　※ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による   　・ 

(4)脱気装置の種類及び設置数量 　
  ※ 改質アスファルトシート製造所の指定による　   ・ 

備考

(5)押え金物
  ※ 改質アスファルトシート製造所の仕様による

[3.4.2〜4]

の適用

注記3︓断熱材の材質は「JIS A 9521による硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱材2種11号もしく
は2号で透湿係数を除く規格に合格するもの又はJIS A 9511によるＡ種硬
質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温板2種1号又は2号で透湿係数を除く規格に適合するもの

・

（材質）

・ 25  　・ 35
・ 50  　・ 

（厚さ）

※注記3

・ 図示

(2)絶縁用シートの材質　   ※ 発泡ポリエチレンシート　   ・ 
(3)脱気装置の種類及び設置数量 　   ※ ルーフィングシート製造所の指定による

(1)ルーフィングシートの種類及び厚さ 　※ 改修標準仕様書表3.5.1から表3.5.3による

・ S4S

・ S3SI 

・ S3S

・ P0SI 

・ S4SI 

・ S-F2
・ S-F1

・ SI-F2

・ S-M1

・ S-F2
・ S-F1

・ S-M3

・ S-M1

・ SI-M1

・ P0S

・ S-M2

・ S-M2
・ S-M3

・ M4S

・ SI-F1

・ M4SI 

・ SI-M2

・ ｶﾗｰ 
・ ｼﾙﾊﾞｰ 

・ ｶﾗｰ 
・ ｼﾙﾊﾞｰ 

・ ｶﾗｰ 
・ ｼﾙﾊﾞｰ 

・ ｶﾗｰ 

・ ｼﾙﾊﾞｰ 

脱気装置 
  ・ 設ける 
  ・ 設けない 

  ・ 設ける 
  ・ 設けない 
脱気装置 

  ・ 設ける 
  ・ 設けない 
脱気装置 

  ・ 設ける 
  ・ 設けない 
脱気装置 

  ・ 設ける 
  ・ 設けない 

      ・

      ・

      ・

      ・

      ・

      ・
      ・

      ・

      ・

      ・

      ・

      ・

  ・ 設ける 
  ・ 設けない 

ルーフィングシート
防水（Ｓ防水）

合成高分子系

  防水層の種別 

種別工法 箇所 塗料 備考
仕上施工

[3.5.2〜4][表3.5.1〜3]

断熱材
高日射反
射率防水
の適用

・

注記4︓JIS A 9521(建築用断熱材)によるﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材の密度

注記5︓JIS A 9521(建築用断熱材)による硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱材2種1

及び熱伝導率の規格に適合するもの又はJIS A 9511(発泡ﾌﾟﾗｽ
ﾁｯｸ保温材)によるA種ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材の密度及び熱伝導率
の規格に適合するもの

号若しくは2号で透湿係数を除く規格に合格するもの,押出法ﾎﾟﾘｽ
ﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材の１種ｂ,2種b又は3種ｂ,Ａ種硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ
保温材の保温板2種1号又は2号で透湿係数を除く規格に適合す
るもの,Ａ種押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材の保温板

・
※ 注記4

（材質）

（材質）

・
※ 注記5

・ 25  　・ 35
・ 50  　・ 図示

（厚さ）

・ 25  　・ 35
・ 50  　・ 図示

（厚さ）

(4)既存防水下地がPCコンクリート部材の場合の処理 　
  目地処理　  ・ 行う（工法　　　　　　　　　　　　　） 　　        　・ 行わない

(5)機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け 
　建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法 

　入隅部の増張り　  ・ 行う（S-F1,SI-F1の場合) 　        　　　　・ 行わない

　　※ 適用する（建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の（ ・ 1　   
・ 1.15    ・ 1.3）倍の風圧力及び積雪荷重に対応した工法） 

    ・ 適用しない 

・

・ L4X

・ P1Y
・

Y-2

X-2
X-1

・

・ P0X ・ ｶﾗｰ 
・ ｼﾙﾊﾞｰ 

保護層   ・ 設ける   　・ 設けない 

X-2
X-1

・

・ ｶﾗｰ 
・ ｼﾙﾊﾞｰ 

      ・

      ・

      ・

塗膜防水

種別工法 備考施工箇所 仕上

保護層   ・ 設ける    ・ 設けない Y-2・ P2Y
・

脱気装置の種類及び設置数量　    　※ 主材料製造所の指定による　　　　　・ 

[3.6.2〜4]

改修用ルーフドレイン

（T防水） 高日射反
射率防水
の適用塗料

      ・

a.シーリング改修工法の種類　　

b.シーリング材の種類、施工箇所

シーリング

　・ シーリング充填工法　 
　・ シーリング再充填工法 　

　下表以外は、改修標準仕様書表3.7.1による。

c.シーリング材の目地寸法　   ※ 改修標準仕様書3.7.3(a)(1)〜(3)による　   ・

　・ 拡幅シーリング再充填工法　 
　・ ブリッジ工法 

　　ボンドブレーカー張り　   ・ 適用する　   ・ 適用しない 　　　
　　エッジング材張り　　　   ・ 適用する　   ・ 適用しない 

[3.7.2〜8]

シーリング材の種類（記号）施工箇所

複合塗膜防水 高強度ウレタン,ゴムアス複合塗膜防水

全面下地処理を行うものとし、材料,工法は防水材製造所の仕様による。
(株)エフワンエヌ 高耐久仕様 M-BP153同等品

b.防水工事の保証期間

a.防水工事については、請負業者,防水施工業者,材料製造所の連名による保証書を提
保証書の提出

出すること。

保証書提出工事 保証部位 保証期間
屋根(保護防水) ※ 10年　　　・
屋根(露出防水) ※ 10年　　　・
室内防水 ※ 10年　　　・
地下室・水槽 ※ 10年　　　・

※ 10年　　　・
※ 10年　　　・

・ アスファルト防水

・ 改質アスファルトシート防水
・ 合成高分子ルーフィングシート防水

※ 10年　　　・・ 塗膜防水、自閉樹脂塗膜防水

c.シーリング工事の保証期間
保証書提出材料 保証期間

SR-2
SR-1、MS-2
PS-2
ストラクチュアルグレイジング

グレイジングチャンネル又は
ビード (CR,EPDMゴム製)

※ 3年　　　・
※ 5年　　　・
※ 3年　　　・
※ 10年

※ 7年　　　・

・

備考

強度保証共

とい
a.といの材種      ※ 配管用鋼管 　   ・ 硬質ポリ塩化ビニル管　   ・ 

[3.8.2,3]

ルーフドレインの種別

b.ロックウール保温筒及びフェノールフォーム保温筒のホルムアルデヒド放散量 
　※ 規制対象外   　・ 

c.既存のといその他の撤去及び降雨等に対する養生方法　   ※ 図示　   ・ 
d.鋼管製といの防露巻き　     ※ 改修標準仕様書表3.8.5による　    ・ 
e.たてどい受金物の取付け　   ※ 図示    　・
f.ルーフドレインの取付け 　 ※ 水はけがよく、床面より下げ、周囲の隙間にモルタルを充填 　

施工箇所

・ バルコニー中継用
・ バルコニー用
・ ろく屋根用（ ・ 縦型　  　・ 横型）

※ 20年　　　・ 10年・ 複合塗膜防水

2022.9.9

※
・

・

・

※
・

・
・

※
・

Ｅ－１

※

※

※

※

構造ガスケット
(シリコンシーリング材),

・ 内部足場　　種別　（ ※ きゃたつ,足場板等　        ・　　　　　　）

・ 防護シートを設置          ・ 防護柵を設置　　　　　　・
材料、撤去材等の運搬方法

種別　 ( ・  A 種　   ・  B 種　   ・  C 種　   ・  D 種     ・ Ｅ種 )
                Ｃ種の場合︓利用可能なエレベーター　（　　　　　　　） 　　　
                Ｄ種の場合︓利用可能な階段　　　　　（　　　　　　　） 

・ 外部足場　　種別　 (  ・　　 　　　　　　　　　　                     )

[表 2.2.1]

 [2.3.1]既存部分の養生 a.養生の方法等
   ・ 既存部分　　　 養生の方法　（ ※ ビニルシート等    　・　                 　）
   ・ 既存造り付け家具等　　養生の方法　（ ※ ビニルシート等　    ・　             　） 

                                 保管場所　　（ ・ 図示           　・　　                       ） 
   ・ 備品,机,ロッカー等の移動

   ・ 既存ブラインド,カーテン等　養生の方法(取外し復旧を行わない場合)
（ ・ ビニルシート等     　・　                  　）

   ・ 既存ブラインド,カーテン等の取外し復旧を行う

・ 行う　　　　　・ 行わない
b.既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。また、万一損傷等

を与えた場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。 

種別

※ C 種

A 種
B 種

仮設間仕切

　単管 防炎シート
・ 片面塗装

塗装

　[2.3.2][表 2.3.1]

※ 有り

充填材︓グラスウール32K　（厚︓50mm以上）

b.仮設間仕切の種別と材質等

・ せっこうボード（9.5mm）
・ 合板（9.0mm）

仕上げ（厚さmm）
・ 木
・ 軽量鉄骨

下地
・ 無し

a.仮設間仕切及び仮設扉の設置箇所　   ・ 図示　      ・

充填材

※ 木製
・ 片面

塗装
※ 有り
・  無し

※ 合板張り程度 ・ 無し

c.仮設間仕切りに設ける仮設扉の材質等
仕上げ材　質

・ 
・ 

充填材

監督員事務所 [2.4.1]

工事用水

工事用電力

構内既存の施設　   ※ 利用できない      　・ 利用できる（ ※ 有償　   ・ 無償）

構内既存の施設　   ※ 利用できない　      ・ 利用できる（ ※ 有償　   ・ 無償）

仮囲い

※ 設ける(規模,仕様は次による)　  ・  設けない
規模　 ※ 20㎡程度　    ・ 40㎡程度    　・ 90㎡程度　    ・ 150㎡程度　

監督員事務所は施工者から独立した専用スペースとし、流し台を設置

机,椅子,ロッカー,書類棚,打合せ机,専用電話,コピー複合機,ノートパソ
コン,インターネット環境,ファックス,ＣＡＤシステム一式（最新版ウィンドウ

　　　　　冷暖房設備,行事用白板,冷蔵庫,コピー用紙,文具類一式

　　　　　公共建築工事標準仕様書（建築工事編）最新版

　　　　　建築工事施工チェックシート（最新版）

　　　　　　　　                                     内は社章と社名入りとし必要数揃えること。
　　　　　長靴,安全靴, 雨合羽, 作業服, 防寒服,ヘルメット,安全帯,軍手　等

　　　　　電気設備工事監理指針　最新版

　　　　　公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）最新版

　　　　　機械設備工事監理指針　最新版

　　　　　公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）最新版

すること。また打合せ用会議スペースを設ける。原則として上履きとする。
工事用看板の設置（設計,監理事務所の指定様式による）

ズ等OS及びAutoCAD-LTソフト共）３セット分。

注記︓

備品 ※

※
※

※

※

・
・

・

・

a.種別
※ 成形鋼板　H=3,000
・ 溶融亜鉛メッキ鋼板 波板　H=1,800
・ フェンスバリケード(ガードフェンス)　H=1,800

・ A型バリケード　H=800

b.塗装,外観

c.進入口扉

・ キャスターゲート(伸縮ゲート)(施錠付き)　W=6,000×H=2,000程度
・ 

※ 単色(片面標準色)　　　　・ 単色(片面指定色)　　　・ 模様(片面標準柄)
・ 模様(片面指定柄)　　　　・ 監督職員と協議する

W=　・ 6,000程度　　　・ 8,000程度　　　　・ 図示

仮設排水 既存の排水桝,排水管を撤去する場合は、仮設の排水設備を設け、排水上支障のない
ようにする。

敷地の状況の
確認 画書等に反映させる。現地調査は、工事によって影響を受ける可能性のある周辺道路,

敷地内及び敷地周辺について現地調査を行い、その結果を監督職員に報告し、仮設計

周辺の井戸,池,地下水脈,隣接の建築物,工作物,樹木,上下水道,ガス,電気通信等,
地下埋設物,最終排水桝に重点を置き、その現況を正確に把握する。また、敷地の高低

工事名称等の
表示

仮囲いや外部足場の外面に、関係法令に定める掲示物の他、監督職員の指示する仕
様にて、工事名称,発注者,設計者,監理者等の表示看板を設ける。その他の看板等掲
示物については、あらかじめ大きさ,書体,仕上,取付位置等について監督職員と協議する
こと。

を測量し、道路との高さ関係,排水勾配等について設計図書と照合する。

既存建物,既存
構築物の調査

本工事範囲における既存建物,既存構築物等の調査を行う。調査の結果本書,設計図
書及び質疑回答書等に無い予期せぬ事態が発生した場合も、基本的には請負額の中
で対応するものとし工事費の増額は行わないものとする。

・
・

充填材︓グラスウール32K　（厚︓50mm以上）

　　　　　　日本塗料工業会「色見本帳塗料用標準色　最新版」（ワイド版）※

　　　　　公共建築工事標準図（電気設備工事編）最新版・

　　　　　公共建築工事標準図（機械設備工事編）最新版・

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

※ パネルゲート(施錠付き)　H=4,000程度　（　※　電動　　　・　手動　）

特殊塗膜防水 自閉樹脂塗膜防水 大関化学工業(株) 「パラテックス防水」同等品12

地下ピット内 ・B-2工法
小庇,外部建具廻り等 ・A-1工法

使用部位及び工法

浴室,厨房等屋内防水 ・C-1工法

・
・

・

※

バルコニー,開放廊下等 ・・
※

A-3工法※
※

・

建築改修工事特記仕様書 令和4年版Ver.1-A

市民病院エレベータ棟改修および別館解体工事

手すり先行、枠組み足場

協議による
協議による

・ 協議による(備品は次による)

００２Ａ－

　　　　　公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）最新版
　　　　　建築工事監理指針の最新版　

※
※



Ｇ

建築改修工事特記仕様書(3)

アルミニウム製
a.種類　  ・ オープン形式（ ・ 250形 　  ・ 300形　   ・ 350形　   ・ 100形） 　　

　    ・ 板材折曲げ形（本体幅︓　　   mm　       

b.表面処理

          着色（ ・ アンバー   　・ ブロンズ　   ・ ブラック系　   ・ ステンカラー） 
c.既存笠木等の撤去   　・ 行う（範囲　 ・ 図示　     ・　　　　　　　　　） 

　　　　　　　　　・ 行わない

[3.9.2,3]
笠木

板厚︓ ※ 2.0mm　    ・　   　mm） 

皮膜等の種類（ ※ 標準仕様書表14.2.1による   ・　  ） 
種別 ・ BB-1種 ・ BB-2種

d.下地補修の工法　   ※ 図示　   ・ 

    ・ 適用しない 

e.板材折曲げ形の笠木の取付方法　   ※ 図示　   ・ 
f.笠木の固定金具の工法等 

　建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法 
　　※ 適用する（建築基準法に基づき定まる風圧力の（ ・ 1　   ・ 1.15　   ・ 1.3）

倍の風圧力及び積雪荷重に対応した工法） 

４　
外
壁
改
修
工
事

施工数量調査

ンクリートまたはモルタル表面のはがれ及びはく落部を壁面に表示する。また、既存

(2)モルタル塗仕上げ及びタイル張り仕上げについては、浮き部分を表面に表示し、ま

(3)コンクリート表面のはがれ及びはく落部を壁面に表示する。塗り仕上については、コ

の有無及び錆汁の流出の有無を調査する。
(1)ひび割れの幅及び長さを壁面に表示する。また、ひび割れ部の挙動の有無、漏水

た欠損部の形状寸法等を調査する。

b.調査内容
a.調査範囲　     ・ 外壁改修範囲　      ・ 図示の範囲

 [1.6.2,3]

(5)調査報告書の部数   　※ ２部    　・
(4)既存部分の破壊を行った場合の補修方法    　※ 監督職員と協議　　・ 図示

塗膜と新規上塗材との適合性を確認する。

可とう性エポキシ

パテ状エポキシ

エポキシ樹脂

ポリマーセメント
　　　　　　モルタル

（品質・性能）

（試験方法）

（品質・性能）

（試験方法）

（品質・性能）

（試験方法）

（性能）

樹脂

樹脂

モルタル

(一般社団法人)公共建築協会「工事建築材料等品質性能表」による

(一般社団法人)公共建築協会「工事建築材料等品質性能表」による

(一般社団法人)公共建築協会「工事建築材料等品質性能表」による

(一般社団法人)公共建築協会「工事建築材料等品質性能表」による

(一般社団法人)公共建築協会「工事建築材料等品質性能表」による

(一般社団法人)公共建築協会「工事建築材料等品質性能表」による

(一般社団法人)公共建築協会「工事建築材料等品質性能表」による

０．３５〜０．５５
０．５０〜１．００

保水係数
粘調係数

ポリマーセメント
　　　　　　スラリー

既製調合モルタル
モルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント,細骨材,混和
剤等を予め工場において所定の割合に配合した材料とする。
（品質・性能）

（試験方法）

４
（
１
）　
外
壁
改
修
工
事　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
打
放
し
仕
上
げ
外
壁

ひび割れ部

・ パテ状エポキシ樹脂
・ 可とう性エポキシ樹脂

・  シール工法

・ 樹脂注入工法

エポキシ樹脂   　   ・ 低粘度形   　・ 中粘度形 　
コア抜取り検査　   ・ 行う 　　

　抜取り個数　   ※ 長さ500mごと及びその端数につき1個　    ・ 　　
  抜取り部の補修方法   　※ 図示　   ・ 

・ Ｕカットシール材充填工法 　
  ・ シーリング材 　　　
    充填材料　   ※ 1成分形又は2成分形ポリウレタン系　   ・ 　　
　  ポリマーセメントモルタルの充填　  ・ 行う 　

  ・ 可とう性エポキシ樹脂 

　　　　　　　　・ 行わない

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 行わない

　[4.2.2][4.2.4〜7]
改修工法

(一般社団法人)公共建築協会「工事建築材料等品質性能表」による

(一般社団法人)公共建築協会「工事建築材料等品質性能表」による

欠損部改修工法

・ ポリマーセメントモルタル
・ エポキシ樹脂モルタル

※ 充填工法

・ 

 [4.2.3][4.2.8]

ひび割れ部

・ 行う（ ※ 全面    　・ 図示の範囲）既存モルタル塗り
の撤去

[4.3.2][4.3.5〜8]

４
（
２
）　
外
壁
改
修
工
事　
モ
ル
タ
ル
塗
り
仕
上
げ
外
壁

・ 行わない

改修工法

・ パテ状エポキシ樹脂
・ 可とう性エポキシ樹脂

・  シール工法

・ 樹脂注入工法

エポキシ樹脂   　  ・ 低粘度形   　・ 中粘度形 　
コア抜取り検査　   ・ 行う 　　

　抜取り個数　   ※ 長さ500mごと及びその端数につき1個　    ・ 　　
  抜取り部の補修方法   　※ 図示　   ・ 

・ Ｕカットシール材充填工法 　
  ・ シーリング材 　　　
    充填材料　   ※ 1成分形又は2成分形ポリウレタン系　   ・ 　　
　  ポリマーセメントモルタルの充填　  ・ 行う 　

  ・ 可とう性エポキシ樹脂 

　　　　　　　　・ 行わない

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 行わない

欠損部改修工法
・ 充填工法 　

　・ エポキシ樹脂モルタル   　・ ポリマーセメントモルタル 

・ モルタル塗替え工法 　
　既製目地材   　・ 使用する（形状　         　　　　　） 　
　仕上げ厚又は全塗厚が25mmを超える場合の措置　  ※ 図示   　・ 

[4.3.3][4.3.9,10]

・

注入口付アンカーピン
・

アンカーピン

浮き部改修工法

充填工法  　

モルタル塗替え工法 
　既製目地材   　・ 使用する（形状　　          　　　　）
  仕上げ厚又は全塗厚が25mmを超える場合の措置　   ※ 図示    　・ 

　・ エポキシ樹脂モルタル     　・ ポリマーセメントモルタル

※ ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工をしたもの

※ ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm

 [4.3.4][4.3.11〜16]

ひび割れ部

・  外壁タイル張り全面   　・ 図示の範囲
既存タイル張り

   撤去範囲  　※ 下地モルタルまで　    ・ 張付けモルタルまで    　・ タイルのみ

・ Ｕカットシール材充填工法（既存タイル張り撤去面）

・ 樹脂注入工法 

エポキシ樹脂　   　 ・ 低粘度形   　・ 中粘度形 　
コア抜取り検査　   ・ 行う 

　抜取り個数　   ※ 長さ500mごと及びその端数につき1個    　・ 　　
　抜取り部の補修方法　   ・ 図示    　・ 

　・ シーリング材 　　
　　充填材料　   ※ 1成分形又は2成分形ポリウレタン系　   ・ 　　　
　　ポリマーセメントモルタルの充填　   ・ 行う 　

　・ 可とう性エポキシ樹脂 

　　　　　　　　・ 行わない

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 行わない

・
改修箇所    　※ 既存タイル張り面  [4.4.2][4.4.5,6]

４
（
３
）　
外
壁
改
修
工
事　
タ
イ
ル
張
り
仕
上
げ
外
壁

の撤去

改修工法

・ 有機系接着剤によるタイル張り 　
　シーリング材の種類
 　 打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地   　※ ポリウレタン系　     　・ 
　　伸縮調整目地その他の目地　　　    ※ 変成シリコン系  　   ・ 

・ セメントモルタルによるタイル張り 
　タイル張りの工法 　　
　　外装タイル　   ・ 密着張り　   ・ 改良圧着張り　   ・ 改良積上げ張り 　
　　外装ユニットタイル　   ・ マスク張り   　・ モザイクタイル張り 　 

・ タイル張替え工法

欠損部改修工法
・ タイル部分張替え工法
　　接着剤の種類 　

　　・ JIS A 5557による一液反応硬化形変成シリコン樹脂系 　
　　・ JIS A 5557による一液反応硬化形ウレタン樹脂系 

　　・ ポリマーセメントモルタル 　

　　接着剤の種類 　

　　・ JIS A 5557による一液反応硬化形変成シリコン樹脂系 　
　　・ JIS A 5557による一液反応硬化形ウレタン樹脂系 

　　・ ポリマーセメントモルタル 　

伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地 　　

タイル張り下地等の均しモルタルの接着力試験　   ・ 行う          ・ 行わない  　
　位置　   ※ 改修標準仕様書表4.4.2による　    ・ 　

 [4.4.2][4.4.7,8]

※ 下地調整塗材
・ ポリマーセメントモルタル
・ 防水形仕上げ塗材主材

下地調整塗材 [4.5.5]

処理範囲
既存塗膜等

の除去及び
・ サンダー工法

工　法

・ 塗膜はく離剤工法

下地面の補修

　　　 ・

・ 水洗い工法

加圧力

(既存塗膜の除去範囲は処理面積の

(既存塗膜の除去範囲は既存塗膜の

・ ひび割部

・ 浮き部

・ 欠損部

　　 改修工法

　　 改修工法
　　 改修工法

※ 図示

 ・ 高圧水洗工法

[4.5.4]

・ 

※ 図示
・ 

※ 図示
・ 
※ 図示
・ 

材料
工程ごとの所要量の確認   　※ 改修標準仕様書表4.5.1による   　・

 ［4.5.2]［表4.5.1]４
（
４
）　
外
壁
改
修
工
事　
塗
り
仕
上
げ
外
壁

下地処理

※ 30MPa程度以上

30%とする）

劣化部とする）

  ※ 規制対象外　   ・ 
a.建物内部に使用する塗料のホルムアルデヒド放散量 　

新規仕上塗材の種類 

・ 有機系接着剤によるタイル張り 　
　シーリング材の種類
 　 打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地　   ※ ポリウレタン系   　    ・ 
　　伸縮調整目地その他の目地　　   　 ※ 変成シリコン系     　・ 

浮き部改修工法

注入口付アンカーピン
・

アンカーピン

・

※ ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工をしたもの

※ ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm

・ タイル張替え工法
　接着剤の種類 　

　・ JIS A 5557による一液反応硬化形変成シリコン樹脂系 　
　・ JIS A 5557による一液反応硬化形ウレタン樹脂系 

　・ ポリマーセメントモルタル 　

伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地 　　

タイル張り下地等の均しモルタルの接着力試験   　・ 行う　

・ セメントモルタルによるタイル張り 

　位置　   ※ 改修標準仕様書表4.4.2による　   ・ 　

　タイル張りの工法 　　
　　外装タイル　   ・ 密着張り   　・ 改良圧着張り   　・ 改良積上げ張り 　
　　外装ユニットタイル   　・ マスク張り   　・ モザイクタイル張り 　 

・ タイル部分張替え工法
　接着剤の種類 　

　・ JIS A 5557による一液反応硬化形変成シリコン樹脂系 　
　・ JIS A 5557による一液反応硬化形ウレタン樹脂系 

　・ ポリマーセメントモルタル 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　        ・ 行わない

[4.4.4][4.4.9〜15]

目地改修工法 ・  目地ひび割れ部改修工法
・  伸縮調整目地改修工法

[4.4.16]

　 伸縮調整目地の位置及び寸法   　・ 図示　   ・

タイルの形状、
寸法等 タイルの形状,寸法等

曲がりの役物の成形
※ 標準的なものは一体成形、特殊なもののみ接着成形　　　・ 全て一体成形

全て接着成形
試験張り    ・ 行う    ※ 行わない
見本焼き    ・ 行う    ※ 行わない

0.2以上〜1.0以下 

0.5以上〜1.0以下

注入口間隔(mm)ひび割れ幅(mm)

注入工法

※ 自動式低圧エポキシ
樹脂注入工法

・ 手動式エポキシ樹脂

・ 機械式エポキシ樹脂
注入工法

・

・
・

70
40

130

・
・
・

工法の種類

・ 50〜100　・
・ 100〜200　・

※ 200〜300  ・

・ 150〜250　・
・
・

・

130　・

注入口間隔(mm)ひび割れ幅(mm)

樹脂注入工法

※ 自動式低圧エポ
キシ樹脂注入工法

・ 手動式エポキシ

・ 機械式エポキシ
樹脂注入工法

工法の種類

３％ 
（劣化曲げ強さ）

5.0
（収縮）

３ 以上

広がり速度
(cm/s)

5.0
（材齢２８日）

0.5
以上 以上

（材齢２８日）
引張接着性 曲げ性能

１５％ 以下
以上

（７２時間）
吸水性 耐久性

N/m㎡ N/m㎡ N/m㎡

(本/㎡) (箇所/㎡)工法の種類

・ アンカーピンニング部分

・ アンカーピンニング全面

・

・

・

・ アンカーピンニング全面

 エポキシ樹脂注入工法

 エポキシ樹脂注入工法

 エポキシ樹脂注入工法

 エポキシ樹脂注入工法

・

・

充填量

※ 25

※ 25

注入量

※ 25
・
※ 50
・

・ 充填工法
・ モルタル塗替え工法

※ 50
・

0.2以上〜1.0 

0.5以上〜1.0

注入口間隔(mm)

・ 手動式エポキシ樹脂

・ 機械式エポキシ樹脂

※ 自動式低圧エポキシ

注入工法

樹脂注入工法

注入工法

0.2以上〜0.3 未満
0.3以上〜0.5 未満

ひび割れ幅(mm)

・ 100〜200
・ 150〜250

・ 50〜100

・ 200〜300
工法の種類

40
70

・　    　　・
・　   　　・
・　   　　・

130

・  130　・             以下

             以下

(本/㎡) (箇所/㎡)工法の種類

・ アンカーピンニング部分

・ アンカーピンニング全面

・

・

・

・ アンカーピンニング全面

 エポキシ樹脂注入工法

 エポキシ樹脂注入工法

 エポキシ樹脂注入工法

 エポキシ樹脂注入工法

・

・

充填量

※ 25

※ 25

注入量

※ 25
・
※ 50
・

・ 充填工法
・ モルタル塗替え工法

※ 50
・

・ 注入口付アンカーピンニング
・
※ 25

仕上表による
形状寸法

・

よる区分
吸水率に 釉薬 色 害性

耐凍
滑
耐

り
性有 無

・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

有 無
(mm)

厚さヨコタテ

施工箇所または

分類記号

仕上げの形状呼び名種類
・ 
薄
付
け
仕
上
塗
材

工法
・ 外装薄塗材E

・ 防水形

・ 内装薄塗材C

・ 内装薄塗材E

・ 内装薄塗材W

・ 外装厚塗材C・ 

厚
付
け
仕
上
塗
材

・・ 砂壁状 ゆず肌状・
・・ 平坦状 凹凸状・

吹付け・・
こて塗り・・

ゆず肌状・ さざ波状・ ローラー塗り・・
着色骨材砂壁状・ 吹付け・・ こて塗り・・
ゆず肌状・ さざ波状・ ローラー塗り・・
凹凸状・
凹凸状・ 吹付け・・

・・ 平坦状 凹凸状・ こて塗り・・
ゆず肌状・ さざ波状・ ローラー塗り・・
砂壁状じゅらく・
ゆず肌状・

吹付け・・

・・ 平坦状
凹凸状・

こて塗り・・

ゆず肌状・ さざ波状・ ローラー塗り・・
京壁状じゅらく・
ゆず肌状・

吹付け・・

・・ 平坦状 凹凸状・ こて塗り・・
吹放し・ 凸部処理・ 吹付け・・

・・ 平坦状 凹凸状・
ひき起こし・ かき落とし・

こて塗り・・コンクリート面以外
は使用不可
・ 外装厚塗材Si

・ 外装厚塗材E

・ 内装厚塗材C

・ 内装厚塗材E

吹放し・
凸部処理・

吹付け・・

・・ 平坦状
凹凸状・
ひき起こし・

こて塗り・・
ローラー塗り・・

吹放し・
凸部処理・

吹付け・・

・・ 平坦状
凹凸状・
ひき起こし・

こて塗り・・
ローラー塗り・・

上塗り材 ・・ 有 ・・ 無

上塗り材 ・・ 有 ・・ 無

上塗り材 ・・ 有 ・・ 無

上塗り材 ・・ 有 ・・ 無

吹放し・ 凸部処理
・

吹付け・・
・・ 平坦状 凹凸状・

ひき起こし・ かき落とし・
こて塗り・・

・ 内装厚塗材Si 吹放し・ 凸部処理・ 吹付け・・
・・ 平坦状 凹凸状・

ひき起こし・
こて塗り・・
ローラー塗り・・

吹放し・ 凸部処理・ 吹付け・・
・・ 平坦状 凹凸状・

ひき起こし・
こて塗り・・
ローラー塗り・・

コンクリート面,CB面
以外は使用不可

・ 複層塗材Si

・ 複層塗材E

・ 複層塗材RE

・ 防水形複層塗材CE

・ 防水形複層塗材E

・ 吹付用軽量塗材
・ こて塗用軽量塗材

・ 軽量

・ 

複
層
仕
上
塗
材

凹凸状・凸部処理・ 吹付け・・
ゆず肌状・ ローラー塗り・・

凹凸状・凸部処理・ 吹付け・・
ゆず肌状・ ローラー塗り・・

凹凸状・凸部処理・ 吹付け・・
ゆず肌状・ ローラー塗り・・

凹凸状・凸部処理・ 吹付け・・
ゆず肌状 ローラー塗り・・

凹凸状・凸部処理・ 吹付け・・
ゆず肌状 ローラー塗り・・
砂壁状・・ 吹付け・・

・・ 平坦状 こて塗り・・

ボード面は使用不可

ボード面は使用不可

骨材仕

外装薄塗材E

コンクリート面,CB面,

上塗材

役物の適用 ※ 適用する　　　　　・ 適用しない

b.内装薄塗材,内装厚塗材で吸放湿性を有する塗材の適用
・ 適用する ・ 適用しない

c.複層仕上塗材の耐候性
※ 耐候形3種 ・

d.複層仕上塗材の上塗り材
※ 水系 ・ 弱溶剤系 ・ 溶剤系(1)溶剤
※ アクリル系 ・ シリカ系 ・ ポリウレタン系(2)樹脂

・ ふっ素系・ アクリルシリコン系
※ つやあり ・ つやなし(3)外観 ・ メタリック

e.防水形塗材の増塗材
※ 適用する ・ 適用しない

f.次ものは建築基準法に基づく防火材料の認定を受けた防火材料とする
・

工法

2022.9.9

吹付け・

・

既存タイル撤去面（ ・ コンクリート面     　・ モルタル面）

16

1

2

3

4

5

6

7

1

2

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4
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建築改修工事特記仕様書(4)

材料,工法
種別　   ・Ａ種    　・Ｂ種

５　
建
具
改
修
工
事

改修工法  [5.1.3]
建具の種類 かぶせ工法 撤去工法 適用箇所

・ アルミニウム製建具 ・ 建具表による    　・ ・ ・
・ 樹脂製建具 ・ 建具表による    　・ ー ・

・ 鋼製建具 ・ 外部 ・ 建具表による    　・ ・ ・
・ 内部 ・ 建具表による    　・ ・ ・

・ 鋼製軽量建具 ・ 建具表による    　・ ・ ・
・ ・・ ステンレス製建具 ・ 建具表による    　・ 

新規に建具を設ける場合 
　壁部分の開口の開け方   　※ 図示　   ・ 　
  新規建具周囲の補修工法及び範囲  　※ 図示　    ・ 

[5.1.4]防火戸

見本の製作等  [5.1.5]a.建具見本の製作　  　・ 行う（建具符号︓            　　　　） 　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　・ 行わない

b.建具見本の程度　  　・ 工事に使用するものとして、あらかじめ製作する
                  ・ 納まり等がわかる程度のもの

c.特殊な建具の仮組    ・ 行う（建具符号︓                　　　　） 　　　　　　
　　　　　　　　　・ 行わない

a.防火戸の指定
※ 図示による

b.防火戸の自動閉鎖機構
※ 図示による ヒューズ装置と連動・ 熱感知器と連動・

煙感知器と連動・

・ 適用しない
※ 適用する（ ※ 適用箇所は図示による　        ・　                  　　　　）

防犯対策 a.防犯建物部品の適用

b.指定建物錠の適用(建物の外部出入口に用いるシリンダー錠,シリンダー/サムターン錠)

・ 適用しない

・ 適用する（ ※ 適用箇所は図示による　        ・　                  　　　　）
性能 耐ピッキング性能

・ 5分未満 ・ 5分以上10分未満 ※10分以上
耐鍵穴壊し性能

・ 5分未満 ・ 5分以上10分未満 ※10分以上
耐サムターン回し性能

・ なし(5分未満) ※あり(5分以上)
耐カム送り解錠性能

・ なし(5分未満) ※あり(5分以上)
耐こじ破り性能

・ なし(5分未満) ※あり(5分以上)

 [5.1.7]

(16.2.2,4,5)　(表16.2.1,2)アルミニウム製
a.性能および構造

種別 耐風圧性 気密性 水密性 枠見込み(ｍｍ)
A種 S-4

A-3 W-4
70(ただし、引違い,片引き,上げ下げ窓

B種 S-5
C種 S-6 A-4 W-5 100

(1)外部に面する建具の性能等級︓コンクリート系下地,鉄骨下地の場合

で,複層ガラスを使用するものは100)

種別 耐風圧性 気密性 水密性
D種 S-2 A-3 W-3

(2)外部に面する建具の性能等級︓木下地の場合

E種 S-3 A-3 W-3

枠見込み(ｍｍ)

　・ 防音ドア,防音サッシの遮音性の等級

※

・
・

・
・

T-1・ T-2・ T-3・ T-4・ 図示・
　・ 断熱ドア,断熱サッシの断熱性の等級

H-1・ H-2・ H-3・ H-4・ 図示・H-5・
　・ 耐震ドアの耐震性の等級

D-1・ D-2・ D-3・ 図示・

※

図示・
※

　[5.2.2,4,5][表 5.2.2]

着色

(a)外部に面する建具︓改修標準仕様書 表5.2.2による表面処理の種別
(1)表面処理

b.形状及び仕上げ

BA-1種・ BA-2種・ BB-1種・ BB-2種・

標準色　　( ・ アンバー   　・ ブロンズ　   ・ ブラック系   　・ ステンカラー)※
特注色・

BC-1種・ BC-2種・ C種・

着色

(b)屋内の建具︓改修標準仕様書 表5.2.2による表面処理の種別
BB-1種・ BB-2種・ BB-2種・

標準色　　( ・ アンバー   　・ ブロンズ　   ・ ブラック系   　・ ステンカラー)※
特注色・

BC-1種・ C種・

(c)着色塗料の種類
高耐久性塗料

高温硬化形(熱可塑性)ふっ素樹脂系塗料・
常温硬化形(熱硬化形︓中温,低温)ふっ素樹脂系塗料・

・

常温硬化形(熱硬化形︓中温,低温)アクリルシリコン樹脂系塗料・

一般環境塗料
焼付ポリウレタン樹脂系塗料

・
・

常温硬化形(熱硬化形︓中温,低温)ポリウレタン樹脂系塗料・
熱硬化形(中温)ポリエステル樹脂系塗料・
熱硬化形(中温)アクリル樹脂系塗料・

(2)結露水の処理方法　   ※ 図示　　　　・
・

※ 16〜18メッシュ
・

網目寸法15mm1.5mm

※ 0.25mm以上
・

ステンレス(SUS 304)線材
ステンレス(SUS 316)製
ガラス繊維入り合成樹脂製
合成樹脂製

・ 防鳥網

・ 防虫網
網目線径材種種類
(16.2.3)(4)網戸等

※
・

・

(1)水切り板
c.工法

設置する (　　　図示　　・　　　　　　　　)・ 設置しない・
(2)ぜん板 ・ 設置しない・

※
設置する (　　　図示　　・　　　　　　　　)※

(3)木下地の場合の内付け建具
採用する (　　　図示　　・　　　　　　　　)・ 採用しない・※

(16.3.2〜5)(表16.2.1〜4)

ガラス　　　   ※ 複層ガラス        ・

樹脂製建具
a.性能および構造

種別 耐風圧性 気密性 水密性 枠見込み(ｍｍ)
A種 S-4 W-4
B種 S-5
C種 S-6

A-4 W-5

外部に面する建具の性能等級︓コンクリート系下地,鉄骨下地の場合

種別 耐風圧性 気密性 水密性
D種 S-2 A-4 W-3

外部に面する建具の性能等級︓木下地の場合

E種 S-3

枠見込み(ｍｍ)

・
・

・
・

図示,特記による・

図示,特記による

　・ 防音ドア,防音サッシの遮音性の種別
T-A種・ T-B種・ 図示・

　・ 断熱ドア,断熱サッシの断熱性の種別
H-A種・ H-B種・ H-C種・ 図示・

b.材料

表面色
c.形状及び仕上げ

標準色※ 特注色・

水切り板
d.工法

設置する (　　　図示　　・　　　　　　　　)・ 設置しない・
ぜん板 ・ 設置しない・

※
設置する (　　　図示　　・　　　　　　　　)※

　[5.3.2〜5]

(16.2.2) (16.4.2〜6) (表16.4.2)鋼製建具

鋼板,鋼板の厚さ
厚さめっき付着量材料

　合金めっき鋼板及び鋼帯）
・ JIS G 3317（溶融亜鉛-5％アルミニウム

・ JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板

※ Y08

※ Z12又はF12

・

※ 改修標準仕様書
表5.4.2による

a.性能および構造

簡易気密型ドアセットの性能
種別 気密性 水密性

簡易気密型ドアセットの性能
備考

W-1A-3
・ 外部に面する鋼製建具の耐風圧性

S-4・ S-5・ S-6・ 図示・
　・ 防音ドア,防音サッシの遮音性の等級

T-1・ T-2・ T-3・ T-4・ 図示・
　・ 断熱ドア,断熱サッシの断熱性の等級

H-1・ H-2・ H-3・ H-4・ 図示・H-5・
　・ 耐震ドアの耐震性の等級

D-1・ D-2・ D-3・ 図示・
b.材料,形状及び仕上げ

及び鋼帯）

この表に記載の厚さは、片開き,親子開き及び両開き戸の1枚の戸の有効
幅が950mm以下、または有効高さ2,400mm以下の場合を示す 

簡易気密型ドアセットの適用 適用する・ 適用しない・

鋼板の厚さ
区分 使用箇所 厚さ(mm)

枠類

戸

その他

出
入
口

一般部分

かまち、鏡板、表面板
力骨
中骨
額縁、添え板

くつずり

補強板の類
この表は、片開き,親子開き及び両開き戸の1枚の戸の有効幅が950mm
を超える、または有効高さ2,400mmを超える場合を示す 

c.標準型鋼製建具の適用
適用する・
適用しない

・

(建具符号︓ 図示・ ・ )

　[5.4.2〜6][表 5.4.2]

・

・

(16.2.2) (16.5.2〜6)鋼製軽量建具
a.性能および構造

　・ 防音ドア,防音サッシの遮音性の等級
T-1・ T-2・ T-3・ T-4・ 図示・

　・ 断熱ドア,断熱サッシの断熱性の等級
H-1・ H-2・ H-3・ H-4・ 図示・H-5・

　・ 耐震ドアの耐震性の等級
D-1・ D-2・ D-3・ 図示・

種別 気密性 水密性
簡易気密型ドアセットの性能

備考
W-1A-3

簡易気密型ドアセットの性能
簡易気密型ドアセットの適用 適用する・ 適用しない・

[5.5.2〜6]

召合せ,縦小口包み板
鋼板の厚さ　　　※ 改修標準仕様書 表5.5.1による 　　・

b.材料,形状及び仕上げ
鋼板の種別

溶融亜鉛めっき鋼板※ ビニル被覆鋼板・ カラー鋼板・
ステンレス鋼板・

適用する・ 適用しない・
適用する場合の材料

鋼板※ ステンレス鋼板・ アルミニウム合金の押し出し型材・
図示・

c.標準型鋼製軽量建具の適用
適用する・
適用しない・

(建具符号︓ 図示・ ・ )

(16.2.2) (16.4.2) (16.6.2〜5)ステンレス製建具
a.性能および構造

簡易気密型ドアセットの性能
種別 気密性 水密性

簡易気密型ドアセットの性能
備考

W-1A-3
・ 外部に面する鋼製建具の耐風圧性

S-4・ S-5・ S-6・ 図示・
　・ 防音ドア,防音サッシの遮音性の等級

T-1・ T-2・ T-3・ T-4・ 図示・
　・ 断熱ドア,断熱サッシの断熱性の等級

H-1・ H-2・ H-3・ H-4・ 図示・H-5・
　・ 耐震ドアの耐震性の等級

D-1・ D-2・ D-3・ 図示・

簡易気密型ドアセットの適用 適用する・ 適用しない・

 [5.4.2] [5.6.2〜4]

ステンレス鋼板の曲げ加工　　 ※ 普通曲げ　　　　　・　角出し曲げ

表面仕上げ　　　※ ＨＬ　　　・　鏡面(No.8)        　・ No.2B
鋼板（屋内）　※ SUS 430,SUS 430J1L,SUS 443J1,SUS 304
鋼板（屋外）　※ SUS 430J1L,SUS 443J1,SUS 304　　　・

b.材料,形状及び仕上げ

c.工法

・

過巻き防止機能付排煙換気窓換気装置︓「(株)豊和　MADOCON　
(11)オペレーター

(16.8.2,3)

　※ 改修標準仕様書表16.8.1による　

(10)握り玉,レバーハンドル,押板類,クレセント等の取付位置　

(1)金物の種類・見え掛り部の材質等

建具用金物

・

a.材質,形状及び寸法

(2)金物の適用︓改修標準仕様書 表5.7.1の「＊」印の金物の適用については図示

(3)自閉装置付き軸吊りヒンジの適用 適用する・ 適用しない・ 図示・
(4)遅延閉付きドアクローザー(ドアチェック)の適用

適用する・ 適用しない・ 図示・
(5)あおり止め(フック)付き戸当りの適用 適用する※ 適用しない・ 図示・
(6)金属製建具に使用する丁番の枚数,大きさ

改修標準仕様書 表5.7.2による※ ・
図示・

(7)樹脂製建具に使用する丁番の枚数,大きさ
改修標準仕様書 表5.7.3による※ ・
図示・

(8)木製建具に使用する丁番の枚数,大きさ
標準仕様書 表16.8.4による※ ・
図示・

(9)戸車及びレールの仕様 標準仕様書 表16.8.5による※ ・
図示・

図示 ・※

※

壁面仕上げを改修する部位におけるオペレーターのワイヤーは壁内隠蔽形とする。

 [5.8.2,3]

による。

鍵 (16.8.4)

b.その他の鍵　
c.鍵箱　　　　　   ※ 要

a.マスターキー　   ※ 製作する   ・ 製作しない
マスターキーのシステム構成は、既存建物のシステムがある場合は原則として既存に
合わせるものとし、施設管理者,監督職員と協議すること。

録書及び縮小版平面図による鍵の種別図を添え、鍵箱
鍵箱は、鍵ごとに室名又は建具位置を示す札を付け、目

に収納して提出する。必要により設備関係,操作ボックス

 ・ 不要
関係の鍵類も併せて収納する。

[5.8.4] 

自動ドア (16.9.2)a.性能
(1)引戸用駆動装置の種類

改修標準仕様書 表5.8.1により、次による
・ SSLD-1 ・ SSLD-2 ・ DSLD-1 ・ DSLD-2 ・ 図示

塩害のおそれのある場合の防錆処理
・ 行う ・ 行わない

幅1,200を超える場合、または高さ2,400を超える場合の性能
製造所の仕様による※ ・

(2)多機能トイレ出入口の引戸用駆動装置の種類
改修標準仕様書 表5.8.2による ・※ ・ 図示

　[5.9.2,3]

(3)引戸用検出装置の性能
改修標準仕様書 表5.8.3による ・※ 図示・

b.機構
(1)戸の開閉方式は図示による
(2)引戸用検出装置の種類

・ 光線(反射)センサー ・ 熱線センサー ・ 音波センサー
光電センサー・ ・ 電波センサー ・ タッチスイッチ
押しボタンスイッチ・ ・ 多機能トイレスイッチ ・ 非接触スイッチ
ペダルスイッチ(フットスイッチ)・ ・

(3)凍結防止措置
・ 行う ・ 行わない

（品質・性能）

（試験方法）
(一般社団法人)公共建築協会「工事建築材料等品質性能表」による

(一般社団法人)公共建築協会「工事建築材料等品質性能表」による

開閉装置

自閉式上吊り 　[5.10.2〜4]
性能　　　※ 改修標準仕様書表 5.9.1 による    　・
試験は、(一般社団法人)公共建築協会「工事建築材料等品質性能表」による

引戸装置

(16.11.2,3)

　めっきの付着量
　　　　　　　　　・ JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）

　鋼板の種類　　　　　・ JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）
i.スラット及びシャッターケース用鋼板
h.シャッターのシャッターケース　     ・設ける　   ・ 設けない

e.開閉機能による種類　   　　　　※ 上部電動式（手動併用）　 ・ 上部手動式 

　　　　　　　　　・ 防煙シャッター
　　　　　　　　　・ 屋内用防火シャッター
　　　　　　　　　・ 外壁用防火シャッター

a.シャッターの種類　   ・ 管理用シャッター
重量シャッター

・

※ Z12又はF12　　　　・

(16.12.2〜4)軽量シャッター

e.スラットの形状   　・ インターロッキング形   　・ オーバーラッピング形

　　　めっき付着量（ ※ AZ90　     ・　　     　　　）
　・ JIS G 3322（塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯）

　　　めっき付着量（ ※ Z06又はF06　   ・　　     　　　）
　・ JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）
d.スラットの材質

a.開閉形式の種類　   ※ 手動式　　　　　   ・ 上部電動式（手動併用）

・ 図示 ・
g.改修標準仕様書5.10.2(4)(エ)による危害防止機構の設置箇所

・ 図示 ・

・ 電動昇降(手動併用)

b.管理用シャッターの耐風圧強度(N/㎡)
・ 図示 ・ 50 ・ 80 ・ 120 ・

c.外壁用防火シャッターの耐風圧強度(N/㎡)
・ 図示 ・ 50 ・ 80 ・ 120 ・

b.耐風圧強度(N/㎡)
・ 図示 ・ 50 ・ 80 ・ 120 ・

　・ アルミニウム製押出し型材

d.耐風圧計算書を提出し、監督職員の承諾を得る。

　[5.11.2~5]

[5.12.2〜5]

(16.13.2,3)

電動式における障害物感知装置の設置箇所
・ 図示 ・

耐風圧計算書を提出し、監督職員の承諾を得る。

オーバーヘッド [5.13.2~5]
ドア

・ 合わせガラス

ガラス
適用は以下によるほか、ガラスの種類および厚さは建具表による。

性能(JIS R 3205)構成種類品種

・ Ⅲ類
・ Ⅱ-1類   ・ Ⅱ-2類

・ Ⅰ類

・ 網入磨き,熱線吸収板合わせガラス
・ 網入磨き,フロート板合わせガラス
・ 熱線吸収,フロート板合わせガラス
・ フロート板合わせガラス

・ 網入磨き合わせ

・ フロート合わせガラス

[3.7][5.14.2〜4]

・ 強化ガラス
種類材料板ガラスによる種類

・ 型板強化ガラス
・ 熱線吸収強化ガラス
・ フロート強化ガラス ・ Ⅰ類　   ・ Ⅲ類

・ 型板ガラス

・ フロートガラス

性能(JIS R 3206)

・ 熱線吸収板ガラス
品種 性能 色調

・ ブルー  　・ グレー ・ １種　  　・ ２種・ 熱線吸収網入磨き板ガラス
・ 熱線吸収フロート板ガラス

・ ブロンズ
・ 複層ガラス

 E5
 E4

 U2
 U1

・ U-3-1　   ・ U-3-2

・ １種
・ ２種
・ ３種
・ ４種
・ ５種・ 日射熱遮へい複層ガラス

・ 断熱複層ガラス

断熱性(JIS R 3209)品類

　映像調整　　   
　反射被膜面　  ※ 内面  　・ 外面

・ 熱線反射ガラス

　色調( ・ ブルー　   ・ グレー)

　色調( ・ ブロンズ    ・ シルバー) ３種

・ ２種
・ １種・ 熱線反射ガラス

・ 高性能熱線反射ガラス 　B種

　A種
・ A種　   ・ B種

品類

行う・ 行わない※

ガラス

c.耐風圧計算書を提出し、監督職員の承諾を得る。

４（５）外壁改修工事マスチック塗材塗り仕上げ外壁

による区分
収納形式

による区分
開閉方式

区分(Pa)
耐風圧

による区分
セクション材料

・ バーチカル形
・ ハイリフト形
・ ローヘッド形
・ スタンダード形※ バランス式

・
・

・ 50
・ 75
・ 100
・ 125

・
・
※ スチールタイプ

材料,工法４
（
６
）外

壁
用
塗
膜
防
水
材

に
よ
る
改
修

a.特記なき限り[4.7.2(5)]による下地挙動緩衝材を適用する。
b.防水材料は次によるものとし、製造所の標準仕様による。

c.仕上塗料の上塗り材は次による。

d.防水工事の保証期間は10年とし、本特記仕様書3.13による保証書を提出すること。

※ JIS A 6021「建築用塗膜防水　外壁用アクリルゴム系」適合品
・

[4.7.2]

(1)溶剤 ※ 水系　　　・ 低汚染系　　　・ 弱溶剤系　　　・ 溶剤系
(2)樹脂 ※ アクリルシリコン系　　　・ アクリルウレタン系　　　・ アクリル系
(3)仕上の形状 ※ ゆず肌仕上　　　・ 
(4)工法 ※ ローラー塗り　　　・ 吹付

2022.9.9

※
・

　　　　　　　　　・ グリルシャッター

電動昇降(手動併用)

ファイバーグラスタイプ
アルミニウムタイプ チェーン式

電動式

※ 各室３本１組　　　　・　

1

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

建具

NN23R又はNN23AFｼﾘｰｽﾞ埋込型」同等品

f.危険防止装置（障害物感知装置）の設置箇所

・　グリルシャッター

 ［4.6.2]［表4.6.1]

建築改修工事特記仕様書 令和4年版Ver.1-A

市民病院エレベータ棟改修および別館解体工事

・ 既存のマスターキーに合わせる

００４Ａ－



Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

建築改修工事特記仕様書(5)

樹脂ガラス a.施工箇所 ※ 図示 ・
b.材料,種類 ※ ポリカーボネイト板 ・ アクリル板
c.色,表面 ※ 無色,透明 ・ 無色,エンボス加工

・ カラー,透明 ・ カラー,エンボス加工
d.厚さ ※ 図示 ・

ガラス面 a.施工箇所 ※ 図示 ・
b.機能 ※ 飛散防止 ・ 目隠し ・ 日射調整
c.色,表面 ※ 無色,透明 ・ 無色,エンボス加工

・

・ 断熱

d.品質はJIS A 5759による。

フィルム張り

　※ ガラスブロック製造所の仕様による　　　　・ 図示　
i.目地部の横力骨の補強方法

c.力骨　材質　  ※ステンレス鋼(SUS 304)　　　　・
　　　　　　　　　　　・ 設けない

b.壁用金属枠及び補強材　  ・ 設ける（形状　  ※ 図示　　  ・　　　　  　　）
a.曲面積みの曲率半径は、ガラスブロックの幅寸法の10倍以上とする。

ガラスブロック

　　・ 適用しない

　　※ 適用する（建築基準法に基づき定まる風圧力の（ ・1  　・ 1.15  　・ 1.3）倍
　建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法

e.工法
　　　　　　　　　形状　  ※ 図示　　　　・
　　　　　　　　　寸法　  ※ 図示　　　　・

　　　寸法　  ※ 径5.5mm　　　　・

d.金属製化粧カバー　材質　  ・ ステンレス製   　・ アルミニウム製
　　　化粧目地モルタルの色（　　　　　　　　　　）
　　　形状　  ※ はしご形状複筋及び単筋　　　　・

の風圧力に対応した工法）

　※ ポリサルファイド系　　　　・ ウレタン系　　　　　・ シリコン系　　　　・　
j.シーリング材

　[16.14.5]

ガラスの留め材及び溝の大きさ

・ 倍強度ガラス
色調

・ グレー  　・ ブルー  　・ ブロンズ
－

材料板ガラスによる種類の名称
・ フロート倍強度ガラス
・ 熱線吸収倍強度ガラス

・ 図示　　　　・
※ 標準仕様書表16.14.1による
・ 図示　　　　・　
※ 標準仕様書表16.14.1による

・
・ 図示
※ 標準仕様書 図16.14.1による※

・  ガスケット
・  グレイジングチャンネル形
・

・

・
ステンレス製

鋼製及び鋼製軽量

アルミニウム製

ガラス溝の大きさ(mm)ガラス留め材建具の種類
シーリング材

シーリング材

シーリング材

※

※

６　
内
装
改
修
工
事

改修範囲  [6.1.3]
a.既存間仕切壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井、壁及び床の改修範囲

※ 壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う　      ・ 図示
b.天井内の既存壁の撤去に伴う天井の改修範囲
※ 壁面より両側 600mm 程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う     　・ 図示

c.天井の撤去に伴う取合部の壁面の改修
※ 既存のまま　     ・ 図示

 [6.2.2]既存床の撤去
及び下地補修

a.ビニル床シート等の除去　 ※ 仕上材（接着剤を含む）のみ
・ 下地モルタルとも（ ・ 図示の範囲    　・ 除去範囲全て）

b.合成樹脂塗床材の除去工法　                            　　　　　・ 機械的除去工法     　・ 目荒し工法
c.コンクリート又はモルタル面の下地処理に用いるポリマーセメントモルタル及びエポキシ樹脂

モルタルは、4章外壁改修工事の項による。
　　　　　　　　　　　※ 室内の改修範囲     　d.改修後の床の清掃範囲　　　

[6.3.2]既存壁の撤去
及び下地補修

間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修
  ※ 改修標準仕様書4.3.10によるモルタル塗り

 （塗り厚25mmを超える場合の補修　   ・ 行う　   ・ 行わない） 
  ・ 図示 

木下地等の
表面仕上

製材
※ 標準仕様書12.2.1(1)(ウ)による　　　　・

a.ホルムアルデヒド放散量

c.樹種,寸法は、図示なき限り以下の各表による
ただし、樹種について図示がなく、「11.鉄筋コンクリート」「12.窓,出入口その他」「13.
床板張り」「14.壁及び天井下地」の各項で定められている事項は、それを優先して適
用する。

・ 「製材の日本農林規格(JAS)」による下地用針葉樹製材

下地材の一部は標準仕様書12.2.1(2)(ウ)による

・ 「製材の日本農林規格(JAS)」以外の製材︓下地用

・ 「製材の日本農林規格(JAS)」による広葉樹製材

下地材の一部は標準仕様書12.2.1(2)(ウ)による

b.間伐材の適用は次による
・ 「製材の日本農林規格(JAS)」による下地用針葉樹製材
・ 「製材の日本農林規格(JAS)」による造作用針葉樹製材
・ 「製材の日本農林規格(JAS)」による広葉樹製材
・ 「製材の日本農林規格(JAS)」以外の製材︓下地用
・ 「製材の日本農林規格(JAS)」以外の製材︓造作用

・ 代用樹種を適用しない箇所（　　　　　　　　　　　　）

・ 「製材の日本農林規格(JAS)」以外の製材︓造作用

代用樹種
適用部位 指定樹種 代用樹種

下地材 杉、松 米つが、米もみ、えぞ松、とど松、北洋えぞ松、桧、
ひば、米桧、米ひば、から松、米松

造作材 杉、松、桧 米つが、スプルース、米もみ、えぞ松、とど松、ひば、
米桧、米ひば、から松、米松

d.地方自治体ごとに実施されている家づくり支援事業等の補助金制度を利用する場合は、
各自治体が定めた基準,仕様に適合するものとする。

[6.5.2]造作用
a.ホルムアルデヒド放散量   ※ 標準仕様書12.2.1(1)(ウ)による　・

c.樹種は、図示なき限り以下の各表による。

b.間伐材の適用は次による
・ 「集成材の日本農林規格(JAS)」による造作用集成材

・ 「集成材の日本農林規格(JAS)」以外の化粧ばり構造用集成柱
・ 「集成材の日本農林規格(JAS)」以外の化粧ばり造作用集成材
・ 「集成材の日本農林規格(JAS)」以外の造作用集成材
・ 「集成材の日本農林規格(JAS)」による化粧ばり構造用集成柱
・ 「集成材の日本農林規格(JAS)」による化粧ばり造作用集成材

・ 「集成材の日本農林規格(JAS)」による造作用集成材

・ 「集成材の日本農林規格(JAS)」以外の造作用集成材

・ 「集成材の日本農林規格(JAS)」による化粧ばり構造用集成柱

・ 「集成材の日本農林規格(JAS)」による化粧ばり造作用集成材

・ 「集成材の日本農林規格(JAS)」以外の化粧ばり造作用集成材

[6.5.2]

[6.5.2]

・ 「集成材の日本農林規格(JAS)」以外の化粧ばり構造用集成柱

造作用

・ 「単板積層材の日本農林規格(JAS)」以外の造作用単板積層材

単板積層材 ※ 標準仕様書12.2.1(1)(ウ)による　　　　・
a.ホルムアルデヒド放散量

・ 「単板積層材の日本農林規格」による造作用単板積層材

b.間伐材の適用は次による
・ 「単板積層材の日本農林規格」による造作用単板積層材
・ 「単板積層材の日本農林規格(JAS)」以外の造作用単板積層材

・ 「直交集成板の日本農林規格」による直交集成板
直交集成板 a.間伐材の適用 ・ 適用する　　　　・ 適用しない

[6.5.2]

・ 「合板の日本農林規格」による普通合板 Ｇ

合板等

・ 「合板の日本農林規格」による構造用合板

・ 「合板の日本農林規格」による化粧ばり構造用合板

・ 「合板の日本農林規格」による天然木化粧合板

a.間伐材の適用は次による
・ 「合板の日本農林規格」による普通合板
・ 「合板の日本農林規格」による構造用合板
・ 「合板の日本農林規格」による化粧ばり構造用合板
・ 「合板の日本農林規格」による天然木化粧合板
・ 「合板の日本農林規格」による特殊加工化粧合板
・ 「構造用パネルの日本農林規格」による構造用パネル

Ｇ

接合具等
諸金物の材質等 ※ 改修標準仕様書 表6.5.5〜表6.5.7による

・
接着剤のホルムアルデヒド放散量 ※ 規制対象外　　　　・

[6.5.3] [6.8.2] [6.9.3] [6.11.4、5]

木れんが ホルムアルデヒド放散量 ※ 規制対象外　　　　・ [6.5.4]

　　適用部位︓（　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・ 防腐処理,防蟻処理が不要な樹種による製材及び集成材防腐,防蟻処理 [6.5.5]

・ 「合板の日本農林規格」による特殊加工化粧合板

・ パーティクルボード

・ 「構造用パネルの日本農林規格」による構造用パネル

・ ミディアムデンシティーファイバーボード(MDF) Ｇ

・　接着材への薬剤混入による防腐処理,防蟻処理
　適用部位︓（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※ 標準仕様書12.3.1(イ)(b)①〜④による　
・

・ 薬剤の塗布等による防腐,防蟻処理

※ K2  　　・ K3　  　・ K4
保存処理性能区分適用部位

処理の方法適用部位

製材
合板 ※ K2  　　・ K3　  　・ K4

防虫処理 ・ 薬剤の加圧注入による防虫処理(特記なき限り次による)
保存処理性能区分適用部位

製材
合板

鉄筋コンクリート
造等の内部間仕
切軸組及び床組

木材
a.間仕切軸組に用いる木材(製材)の樹種

 「2.製材」の項の記載による※ 杉　　　・ 松　　　・ 
b.床組に用いる木材(製材)の樹種︓土間スラブ以外の場合

「2.製材」の項の記載による※ 杉　　　・ 松　　　・ 桧　　　・
c.床組に用いる木材(製材)の樹種︓土間スラブの場合の土台,大引,転ばし根太

・

※ 
・

 「2.製材」の項の記載による

桧
「9.防腐,防蟻処理」「10.防虫処理」の項の記載による保存処理木材

[6.5.5]

[6.5.6]

平積み 曲面積み
目地幅(mm)

形状
表面 呼び寸法 厚さ 色調

・
・
・
・
・
・
・
・

外側
※ 15以下

内側
※ 6以上
・

・
・ 15〜25
※ 8〜15・ 125×125

・ 320×160
・ 250×125
・ 320×320

・ 200×200

・ 160×160

・ 長方形

・ 正方形

・
・
・
・
・
・
・
・

・

・
・
・
・
・
・
・
・

備考

※２級
・ 1級※ 全ての ※ 杉

・ 2級
・ 1級

・ 押角
・ 耳付

適用部位 形状樹種

・ 桧

品質
材面の

・ B種
※ A種

含水
率等級寸法

下地材

・ 杉
※ 桧

・ B種
※ A種

・ B種
※ A種

・ 角類
・ 板類

含水等級 品質
材面の 形状率寸法

※ 全ての

適用部位 樹種

造作材

含水率等級

※ 1等・ けやき
※ なら

2等・ ・ B種
 A種・

寸法

※ 全ての

適用部位 樹種

造作材

品質
材面の

・ B種
※ A種※ 杉

・ 桧
※ 1等

2等・

含水
品質
材面の

率
※ 全ての下地材

適用部位 樹種 寸法

・ B種
※ A種※ 全ての造作材 ※ 杉

・ 桧 ・ B種
※ A種

(不透明塗料塗り
の場合を除く)

・ B種
※ A種※ 全ての造作材 ※ 杉

・ 桧 ・ B種
※ A種

(不透明塗料塗り
の場合)

適用部位 樹種 含水
品質
材面の

率寸法

※ 含水率は15%以下とする。

※ 含水率は15%以下とする。

※ 含水率は15%以下とする。

※ 含水率は14%以下とする。

適用部位 曲げ強度 種別 接着性能 樹種
区分

S3・ 
S4・ 

S1・ 
S2・ 

使用環境A・ 
使用環境B・ 
使用環境C・ 

A種構成・ 
B種構成・ 

・ 
・ 
・ 
・ 

S3・ 
S4・ 

S1・ 
S2・ 

使用環境A・ 
使用環境B・ 
使用環境C・ 

A種構成・ 
B種構成・ 

・ 
・ 
・ 
・ 

寸法品名

適用部位 厚さ 接着の 板面の
(mm) 程度 品質

広葉樹

※
1等・ 
2等以上

針葉樹
※ C-D以上

・ 
1類
2類

※

表面
樹種

・ 
ラワン
シナ

・ 

・ 
・ 

5.5
9

※

・ 12
・ 15
・ 

・ 

※

品名

適用部位 厚さ 接着の 板面の
(mm) 程度 品質

・ 

※特類・ 

表面
樹種

・ 
・ 

・ 

・ 9
※ 12
・ 15
・ 

・ 

・ ・ 
・ 
※

1類※

等級

1級・ 
2級※ (       ) ・ 

・ 

品名

適用部位 厚さ 接着の
(mm) 程度

・ 
特類
1類

・ 

表面
樹種

・ 9
・ 12

品名

・ 

適用部位 厚さ 接着の
(mm) 程度

・ 
1類
2類

・ 

単板の
樹種

・ 12
・ 15
・ 

適用部位 表裏面の状態
による区分

曲げ強さ
による区分

耐水性に
よる区分

難燃性に
よる区分

厚さ
(mm)
※ 15
・ 

※ 13タイプ ※ M
・ P・ 

※ 難燃
・ 普通

・ 素地
・ 単板張り
・ 化粧

適用部位 厚さ
(mm)

・ 
1級
3級

・ 

品名 曲げ等級

・ 
2級
4級

・ 

適用部位 表裏面の状態
による区分

曲げ強さ
による区分

接着剤に
よる区分

難燃性に
よる区分

厚さ
(mm)

U
・ P

難燃2・ RN ・ RS
・ DO ・ DC

・ 30 ・ 25
・ 15 ・ 5

・ M・ ・ 
難燃3・ 

・ DV

※ 薬剤の加圧注入による防腐,防蟻処理(特記なき限り次による)

・ 「製材の日本農林規格(JAS)」による造作用針葉樹製材

保存処理

・ 適用する
・ 

保存処理

・ 適用する
・ 

保存処理

・ 適用する
・ 

保存処理

・ 適用する
・ 

保存処理

・ 適用する
・ 

・ 適用する
・ 

防虫処理

・ 
適用する※

防虫処理

・ 
適用する※

防虫処理

・ 
適用する※

※ 図示
・

※ 図示
・

※ 図示
・

※ 図示
・

※ 図示
・

※ 図示
・

※ 特等
・  1等
・  2等

適用部位 寸法 樹種 見付材
面数 品質

面 ※ 1等
・ 2等

※ 図示
・ 

品名

寸法

・ 
※ 図示

樹種
芯材 化粧薄板

化粧薄板
の厚さ

見付材
面数 品質

面 ※ 1等
・ 2等

適用部位 品名

樹種
芯材 化粧薄板

化粧薄板
の厚さ

見付材
面数 品質

面 ※ 1等
・ 2等

適用部位 寸法

・ 
※ 図示

品名

適用部位 樹種 見付材
面数 品質

面 ※ 1等
・ 2等

含水率

※ 15%
・

寸法

・ 
※ 図示

適用部位 樹種
芯材 化粧薄板

化粧薄板
の厚さ

見付材
面数 品質

面 ※ 1等
・ 2等

寸法

・ 
※ 図示

適用部位 強度等級 樹種
芯材 化粧薄板

化粧薄
板の厚さ

見付材
面数 品質

面 ※ 1等
・ 2等・

・

・

寸法

・ 
※ 図示

適用部位 表面の 表面の品質 防虫処理等級 表面加工
天然木化粧加工※ ※

・ 
適用するあり※

塗装加工・
※
・ 

適用する1等※なし
2等・

※

寸法

・ 
※ 図示

表面の品質
欠点 表面加工

天然木化粧加工※
塗装加工・

あり・
なし・

防虫処理

※
・ 

適用する

※
・ 

適用する

適用部位 表面の

あり※

なし※

寸法

・ 
※ 図示

適用部位 厚さ 接着の
(mm) 程度

・ 
1類
2類

・ 

単板の
樹種品目

・ 

※

化粧加工
の方法

・ 
プリント・ 
塗装・ 

・ 

・ 12
・ 15
・ 

・ 

・ 

2022.9.9

95
80
95

・
・
・
・

80

125
95

125
95

適用部位 表面仕上の程度
手加工機械加工

※ 全ての下地材

・

・ 化粧柱,格子
・ カーテンボックス類
・ 棚板,カウンター天板

・

・

敷居,鴨居、框の類造
作
材

下
地
材

・ A種 B種 ・ C種 ・ H-A種 H-B種 ・ H-C種
・ A種 B種 ・ C種 ・ H-A種 H-B種 ・ H-C種
・ A種 B種 ・ C種 ・ H-A種 H-B種 ・ H-C種

・ A種 ・ B種 C種 ・ H-A種 H-B種 ・ H-C種
・ ・

・ A種 B種 ・ C種 ・ H-A種 H-B種 ・ H-C種

※

・

・
・
・

・

・ 本格的な和室造作,
茶室造作の類 ・ A種 ・ B種 ・ C種 ※ H-A種 H-B種 ・ H-C種・

・
・
・

・

・
※ K1

K2  　　※ K3　  　・ K4

18

19

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

集成材

(略称︓LVL)

(略称︓CLT)

f.伸縮調整目地
g.耐火性能の有無　　　※ あり　　　　・ なし
h.防火性能の有無　　　※ あり　　　　・ なし

 ※ 6m以下ごとに10〜15mm　　　・

建築改修工事特記仕様書 令和4年版Ver.1-A

市民病院エレベータ棟改修および別館解体工事

・ EV棟全て

００５Ａ－
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建築改修工事特記仕様書(6)

窓,出入口その他 木材
窓,出入口その他に用いる木材(製材)の樹種

※
※
・  「2.製材」の項の記載による

吊り元枠,水掛りの下枠,敷居は桧とする
吊り元枠,水掛りの下枠,敷居以外は松または杉とする

床板張り 木材
縁甲板及び上がり框に用いる木材(製材)の樹種

※
・  「2.製材」の項の記載による

桧

壁及び天井下地

b.木材
壁及び天井下地に用いる木材(製材)の樹種

※

・  「2.製材」の項の記載による

杉
・ 松

a.壁及び天井下地に木材を使用する部位
※ 全ての壁及び天井下地に木材を使用しない

・ 一部の壁下地に木材を使用するものとし、使用範囲は図示による。
・ 一部の天井下地に木材を使用するものとし、使用範囲は図示による。

全ての壁下地に木材を使用する・
全ての天井下地に木材を使用する・

[6.5.7]

[6.5.8]

[6.5.9]

　補強方法　  ※ 図示　　　　・

　補強方法　  ※ 図示　　　　・

　補強方法  　※ 改修標準仕様書6.6.4(8)(ア)〜(イ)による    　・ 図示

　　　　　(4)野縁の間隔　　　　　　・ 図示　　　　・
　　　　　(3)周辺部の端からの間隔   　・ 図示　　　　・
　　　　　(2)野縁受,吊りボルト,インサートの間隔及び周辺部からの距離　　   ※ 図示　

f.天井のふところが3.0mを超える場合

e.天井のふところが1.5m以上3.0m以下の場合

d.吊りボルトの間隔が900mmを超える場合

軽量鉄骨

c.屋外の軒天井,ピロティ天井等

b.野縁等の種類

　　　・ 適用しない
倍の風圧力及び積雪荷重に対応した工法）

　　※ 適用する（建築基準法に基づき定まる風圧力の（ ・ 1    ・ 1.15   ・ 1.3）
　(1)建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法
工法

a.図示,特記なき限り天井下地は軽量鉄骨天井下地とする。
天井下地

行う。耐震,耐風安全性に対する計算書を作成し、監督職員の承諾を得るこ※
(5)屋外の軒天井,ピロティ天井等の補強

行わない・
と。

[6.6.1〜4]

　※ 図示　　　　・　

　※ 改修標準仕様書　表6.7.1によるスタッドの高さによる区分に応じた種類
　・ 

c.スタッドの高さが5.0mを超える場合

b.スタッド,ランナーの種類
軽量鉄骨壁下地

　図示

a.図示,特記なき限り内部壁下地は軽量鉄骨壁下地とする。 [6.7.1〜4]

g.天井下地材における耐震性を考慮した補強は下表による

※ 「仕様Ａ」「仕様Ｂ」については、天井設計用加速度に対する下地材の安全性(クリア
ランスを含む)について計算書を作成し、監督職員の承諾を得ること。なお、仕上材に
ついても、同等の安全性を確保すること。

・ 仕上表に上表の「仕様」の記載がない場合は、法的な特定天井を除き、「仕様Ｃ」を

・ 仕上表に上表の「仕様」の記載がない場合は、法的な特定天井を除き、監督職員と
採用する。

協議の上、採用する「仕様」を決定すること。

接着剤に含まれる可塑剤は、難揮発性のものとする。
　※ 規制対象外　　　　・接着剤のホルムアルデヒド放散量

ビニル床シート

接着剤 内装改修工事に使用する接着剤は、次による

[6.8.2]

102　　　　　　　　又は体積電気抵抗値（JIS A 1454）1×10  〜10    Ω程度
　帯電防止　　・ 帯電防止性能評価値（JIS A 1455）1.2以上〜3.2未満

b.特殊機能
a.工法　　   ※ 熱溶接工法　    ・ 突付け（施工箇所︓　　　　　　　　　　　　　　　）

・

厚さ 備考特殊機能色柄施工箇所JIS記号区分

※ 2.0

・ 耐薬品性
・ 防滑性
・ 耐動荷重性
・ 帯電防止

・ 柄物
・ 無地

・ 柄物
・ 無地※ FS

・

・
あるもの
発泡層の

ないもの
・ 発泡層の

・ ノンワックス型

（mm）

・ 2.5

・ 3.0
・ 木目調

・ 手術室専用

・ 乾式厨房用
・ 消臭機能

・ 

・ 
・ 

・ 屋外用

c.デザイン張りを行う場合、その範囲は図示による

HS
・ KS

種類

(複層)

　c.寸法（mm）　　（　　　　　　　　　　　　　　）
　b.厚さ（mm）　　・ 3.0   　 ・ 4.0　　　・ 4.5　    ・ 6.0　    ・ 9.0
　a.色柄　　　　　（　　　　　　　　　　　　　）ゴム床タイル

ビニル床タイル

d.特殊機能
・　防滑性
・　誘導用(視覚障がい者)　300×300　　  厚さ(mm)　 ・ 7.5　　・　8.0　　・　

[6.8.2]

[6.8.2]

102　　　　　　　　又は体積電気抵抗値（JIS A 1454）1×10  〜10    Ω程度
　帯電防止　　・ 帯電防止性能評価値（JIS A 1455）1.2以上〜3.2未満
a.特殊機能

・

（単層）
・ TT 次項 「24 視覚障がい者用床材 」の記載による

b.デザイン張りを行う場合、その範囲は図示による

・・ 防滑性
・ 帯電防止・ 500×500

・・ 柄物
・ 無地

（薄形
・ FOB ・ 5.0

・ 耐薬品性置敷き）

備考特殊機能寸法（mm）色柄施工箇所JIS記号

※ 2.0
・ 2.5
・ 3.0

※ 2.0

・ 3.0

・・ 防滑性
・ 帯電防止

・ 防滑性
・ 帯電防止

・ 防滑性
・ 帯電防止・ 300×300

・ 450×450

・ 300×300
・ 450×450

・ 500×500
・・ 柄物

・ 無地

・ 柄物
・ 無地

・ 柄物
・ 無地

（置敷き）
・ FOA

（コンポジ
・ KT

・ FT

厚さ
（mm）

・ 5.0

・ 600×600
・ ・ 

・ 耐薬品性

・ ・ 

・ 

・ 

ション）

（複層）

種類

　b.高さ（mm）　　※ 60      ・ 75　　   ・ 100　　　　・ 300
　c.厚さ（mm）　　※ 1.5以上　　　　・ 2.8

　a.材質　　　　・ 軟質　　　　・ 硬質ビニル幅木

　　※ 反毛フェルト（JIS L 3204）の第2種2号　呼び厚さ8mm
　下敷き材(グリッパー工法の場合)

・
　下敷き材　　  ※ 反毛フェルト（JIS L 3204）の第2種2号　呼び厚さ8mm　　

・ タフテッドカーペット

カーペット敷き [6.9.1〜3]

　　　　　　　　・ 適用しない
　帯電性    ・ 適用する（性能︓ ※ 人体帯電圧3kv 以下     ・             　　     ）
　厚さ（mm）  ・　4.0　　　　・　7.0　　　　・

・ ニードルパンチカーペット
工法　　　　※ 全面接着工法　　　　・　置き敷き

・ タイルカーペット

　　    　　　　　　・ 適用しない
見切り,押え金物    ・ 適用する（材質,形状等       ※ 図示     ・　　 　　        ）

　　        　　　　　　　　階段部分      ※ 模様流し      ・ 市松敷き　
タイルカーペットの敷き方　　    　平場　    ※ 市松敷き      ・ 模様流し

備考総厚さ
（mm）
※ 6.5
・
※ 6.5
・
※ 6.5
・・

※ 500×500
・
※ 500×500
・
※ 500×500

・

・ カット,

・ カット

※ ループ

種類パイル形状 寸法
（mm）

・
・
・
・ループ併用

デザイン張りを行う場合、その範囲は図示による

パイル

パイル

　・

合成樹脂塗床 [6.10.2〜3]

フローリング張り [6.11.1〜7]

(19.4.2)　a.合成樹脂塗材のホルムアルデヒド放散量

・ 防滑仕上
・ 平滑仕上
・ つや消し仕上
・ 防滑仕上
※ 平滑仕上

仕上の種類工法種類
・ 厚膜型塗床材
　弾性ｳﾚﾀﾝ樹脂系

（JIS K 5970）
・ ｱｸﾘﾙ樹脂塗床材
・ 薄膜型塗床材

　エポキシ樹脂
・ 厚膜型塗床材

・ 樹脂ﾓﾙﾀﾙ工法

・

　・ 標準色　 ・　
仕上色

　・ 水性色   ・ 溶剤系 
溶剤

塗布量（kg/㎡）

　・ 平滑　    ・ 防滑
表面仕上

塗床材

塗床材
・ 

 ・ 無溶剤系

※ 規制対象外　　　　・
b.色の使い分けを行う場合、その範囲は図示による

c.単層フローリング

仕上塗装（mm）
大きさ厚さ

（mm）樹種工法種類

・ 塗装品

・ 塗装品

・ 塗装品
・
・ 15 幅 75

板長さ  500以上
幅 75
板長さ  300以上

・ 12以上
・
・ 12以上
・
15 303×303

・
・・・

・
※ なら
・
※ なら
・
※ なら
・
※ なら・ 釘留め工法

　(根太張り)

　(直張り)
・ 釘留め工法

・ 接着工法

・ 接着工法

・ 接着工法
　パーケット1等
・ モザイク
　ブロック1等
・ フローリング

　ボード1等
・ フローリング

板長さ  300以上
幅 75

a.この項の記載内容の体育館等の床への適用
※ 適用しない(図示,特記による)　　　　　　・ 

b.間伐材の適用は次による
・ 単層フローリング ・ 複合フローリング

　　    　　　　   ・ 行わない

　g.現場塗装仕上     ・ 行う（施工箇所︓          　                 ）
　f.接着工法の場合のフローリング裏面の緩衝材　    ※ 合成樹脂発泡シート

　e.複合フローリングのホルムアルデヒド放散量

d.複合フローリング

仕上塗装防湿処理種別（mm）樹種工法種類

・ 塗装品

・ 適用

・ 適用

※ C種
・ B種
・ A種

900以上
板長さ
・
・ 75以上
板幅
・

板厚
・ 8以上・

※ なら・ 接着工法
　(直張り)
・ 釘留め工法
　(根太張り) ・

※ なら・ 釘留め工法※ 天然木化粧

しない

する

・
※ 規制対象外　　　　・

[6.13.2〜3]

合板張り
種　類 厚さ（mm）,規格等記号

・
・
・
・

DR

NF
HF
NW
MW
HW ・ 15   ・ 20   ・ 25

・ 15   ・ 20   ・ 25
・ 15   ・ 20   ・ 25
・ 12   ・ 15   ・ 18 　・ 21

タイプ2 0.8FK（無石綿）(不燃) 
・ 30

・ 25（ｶﾞﾗｽｸﾛｽ包）　
・ 9.5（準不燃）・12.5（不燃）・15（不燃）　

・

・ フラットタイプ    ・ 9 （不燃）   ・ 12    ・　
・ 凹凸タイプ    ・ 12（不燃）   ・ 15    ・

9.5（不燃）化粧有（ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ模様）

・ 25　RW-B
GW-B
GB-R
GB-NC 9.5（不燃）化粧無（下地張り用）

9.5

・ 12.5（不燃）   ・ 15（不燃）
12.5（不燃）GB-S

模様（ ・ 柾目     ・ 板目）専用下地材有り
12.5（不燃）  幅440mm程度

GB-F

GB-L
GB-D

GB-D 9.5（準不燃）

表面の材種
　生地,透明塗料塗り

　　不透明塗料塗り
　（ ※ ラワン　     ・ しな　　　　・  　　     ）

　（ ※ しな　　     ・ ラワン　　　・   　      ）
板面の品質（    　　）
厚さ(mm)（        ）
接着の程度（ ・ 1類　　　　・ 2類　）
・ 防虫処理

・ 普通合板　

・ 硬質木片セメント板　
・ 普通木毛セメント板　
・ 中質木毛セメント板　
・ 硬質木毛セメント板　

・

・ 化粧せっこうボード

・ 化粧せっこうボード
・ せっこうラスボード

・ 強化せっこうボード
・ ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこうボード

・ 不燃積層せっこうボード
・ せっこうボード
・ ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音ボード32K
・ ﾛｯｸｳｰﾙ吸音ボード1号

・ ロックウール化粧吸音板

・ けい酸カルシウム板
・ 普通木片セメント板

・ 50（ｶﾞﾗｽｸﾛｽ包）　

タイプ2 1.0FK（無石綿）(不燃)

FK（1）

・ 化粧けい酸カルシウム板 FK（2） タイプ2 0.8FK（無石綿）(不燃) 

タイプ2 1.0FK（無石綿）(不燃) 

GB-R-H・ 普通硬質せっこうボード 9.5（不燃）

（ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ模様）

 ・ 6　  ・ 8　　・

 ・ 6　  ・ 8　　・

 ・ 6　  ・ 

 ・ 6　  ・ 

樹種名（　           　　　）
接着の程度（ ・ 1類     ・ 2類 ）
厚さ(mm) ・ 3.2　　・ 4.2　　・ 6　　　・
・ 防虫処理
化粧加工の方法

（ ・ ｵｰﾊﾞｰﾚｲ    ・ ﾌﾟﾘﾝﾄ    ・ 塗装）

接着の程度（ ・ 1類     ・ 2類 ）
表面性能（               ）タイプ

厚さ(mm)（        ）

・

・ 防虫処理
JIS K 6903 による厚さ

MDF

・ 9    ・ 10    ・ 12    ・ 15    ・ 18    ・20  　

・ 両面単板張り無研磨板

・ 3    ・ 7    ・ 9    ・ 12　　・  　

・ 10（難燃）    ・ 12（難燃）　

・ 単板ｵｰﾊﾞｰﾚｲ      ・ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｵｰﾊﾞｰﾚｲ
・ 塗装

・ 研磨板   （ ・ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ      ・ ﾃﾝﾊﾟｰﾄﾞ）
・ 無研磨板（ ・ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ      ・ ﾃﾝﾊﾟｰﾄﾞ）

・ 内装用　   ・ 外装用
・ 2.5     ・ 3.5     ・ 5     ・ 7
A級

・ 9     ・ 12     ・ 15     ・18

HB

IB・ ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝボード　

・ ハードボード（化粧）　

・ ハードボード（素地）　

・ 化粧ﾊﾟｰﾃｨｸﾙボード　

・ 単板張りﾊﾟｰﾃｨｸﾙ

・ ﾐﾃﾞｨｱﾑﾃﾞﾝｼﾃｨﾌｧｲﾊﾞｰ

・ 特殊加工化粧合板　

・ 天然木化粧合板　

・ ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂化粧板

・ ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板

ボード

（ ・ 天井仕上     ・ 内装仕上 

その他ボード及び
せっこうボード,

ボード

 ※ 1.2      ・          

・ 両面単板張り研磨板

     　・           　            　）

・ 21（不燃）

（木目）

[6.12.2]畳敷き a.種別　・ A種  　・ B種  　・ C種　  

b.下地の種類   　・ 標準仕様書　表12.6.1による床組 　　　　　　

            ・
c.畳表及び畳床はホルムアルデヒド,アセドアルデヒド及びスチレンを放散しないか、放散が

極めて少ない材料を使用したものとする。

            ・ ポリスチレンフォーム床下地（ノンフロン） 　　　　　　

・ D種（畳床︓・ KT-Ⅰ  ・ KT-Ⅱ  ・ KT-Ⅲ  ・ KT-K  ・ KT-N　） 

c.合板類,MDF及びパーティルクボードのホルムアルデヒド放散量

e.せっこうボードの目地工法　    ・ 図示による　　　　　　・ 仕上表による
d.合板類の張付け    　　・ A種　　　　※ B種       　
　※ 規制対象外　　　　　・

　　        　　　・ 適用しない
b.遮音シール材      ・ 適用する（ ・ シーリング材     ・ ジョイントコンパウンド）
a.せっこうボード,その他ボード,合板の下地は図示による。

・ 継目処理工法　　　 ・ 突き付け工法　　　
・ 目透かし工法　　　

f.ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板(DR)の捨張ボードの仕様
法的に内装下地に不燃材を求められる居室,室,部位は、不燃材(GB-Rt=12.5,※
GB-NCt=9.5等)を使用する。
仕上表の記載による。・

[6.14.2〜3]壁紙張り

d.せっこうボード面及びその他ボード面の素地ごしらえ
c.コンクリート及びＡＬＣ面の素地ごしらえ
b.モルタル及びプラスター面の素地ごしらえ

a.ホルムアルデヒド放散量     ※ 規制対象外　　　　・

※ 不燃

備考防火種別壁紙の種類
その他無機質繊維紙施工箇所

・ 準不燃

・ 準不燃

・ 準不燃

・ ・ ・ ※ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・
※ B種     ・ A種
※ B種     ・ A種
※ B種     ・ A種

※

※

※ 不燃

※ 不燃

・ 天井下地材における耐震性を考慮した補強は下表による
項目

天井の名称

壁,柱との
クリアランス

仕様Ａ 仕様Ｂ 仕様Ｃ 仕様Ｄ
特定天井 標準天井

設計水平

国交省告示第771号で
規定される天井

耐震対策天井
特定天井には該当
しないが、特定天井
と同等または特定

落下低減天井
落下低減を図
った天井

標準仕様
書に準拠し天井の概要

適用箇所 仕上表による

適用条件

(適用基準)
面積︓ 200㎡超,かつ
天井高さ︓ 6m超,かつ
質量︓ 2kg/㎡超,かつ
用途︓人が日常利用す

る場所

仕上表による 仕上表による
(適用例)
左記に準ずる室,
防災上重要な室

(適用例)
一般居室,避
難通路など

(適用例)
その他

※ 告示による値と1.0G
の、大きい方

・ 告示による
・

※ 告示による値と

・ 告示による
・

－ －

設計鉛直
告示による
0.5G・

・

※ 告示による
0.5G・

・

※ － －

あり(詳細は図示) あり(詳細は図示)
在来工法ハンガー － －

なし なし

在来工法グリップ － －
60mm

・
※ 60mm

・
※ なし なし

震度

震度

天井に準ずる耐震
性を有する天井

など

た天井

・ 適用しない
　・　　　　　　）

（性能︓
・ 適用する

　（標準品）
・ 柄物
・ 無地

・ ｱｷｽﾐﾝｽﾀｰ

・ ﾀﾞﾌﾞﾙﾌｪｰｽ
・ ｳｨﾙﾄﾝｶｰﾍﾟｯﾄ

・ ｶｯﾄ､ﾙｰﾌﾟ併用
・ ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ
・ ｶｯﾄﾊﾟｲﾙ

・ C種
・ B種
・ A種

備考帯電性色柄等織り方パイル形状種別

ｶｰﾍﾟｯﾄ

ｶｰﾍﾟｯﾄ
・ 

・ 柄物
　（特注品）

・ 

※ 人体帯

以下

備考工法パイル長さパイル形状

・
・
・

・ 適用しない
　・　　　　　　　　）
　電圧3kV以下

・ 適用する
・
※ 全面接着工法・ 5〜7　

・ 4〜6　
・ 4　　
・・ カット,ループ併用

・ レベルループパイル
・ ループパイル
・ カットパイル

帯電性（mm）

・・ 

グリッパー工法

※ 図示
・

※ 図示
・

※ 図示
・

※ 図示
・

※ 図示
・

※ 図示
・

施工箇所
または記号

施工箇所または記号

　h.工場塗装仕上     ・ 行う（施工箇所︓          　                 ）
　　            　　　※ UVセラミック塗装

2022.9.9

　　    　　    　　　・ 
　　            　　　※ ウレタン樹脂ワニス塗り(UC)　　　

オイルステインの上 ワックス塗り　　　・ 生地のままワックス塗り

・ 2.8

・ 

　　    　　　　   ・ 行わない

15

16

17

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30

31

　屋外　※ 25型  ・ 19型
　屋内　※ 19型  ・ 25型

材質　 ※  溶融亜鉛メッキ   ・ ZAM　　・　SUS
材質　 ※  溶融亜鉛メッキ   ・ ZAM　　・　SUS

(11.2.2)(19.2.2)視覚障がい者用

※ ブロックパターンは JIS T 9251 による

・

・

・

・
・

・ 300×300

・ 300×300

・ 300×300

・ 300×300
・ 300×300

・ コンクリート製
・ レジンコンクリート製
・ せっ器質タイル（Ⅱ類）
・ 磁器質タイル（Ⅰ類）

・ コンクリート製
・ レジンコンクリート製
・ せっ器質タイル（Ⅱ類）
・ 磁器質タイル（Ⅰ類）
・ 塩化ビニル製

屋
外

屋
内

法寸（mm）種類施工箇所

・ ステンレス製鋲

・ ステンレス製鋲

床材
24
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[6.15.3,6]モルタル塗り a.吸水調整材は、改修工事標準仕様書表4.2.2による。 
b.既製目地材

　　　　　　・ 設けない 
c.床目地　　　・ 設ける（工法    ※ 押し目地    　・　    　　　　　）

　　　　　　・ 設けない 
・ 防水剤 
（品質・性能） (一般社団法人)公共建築協会「工事建築材料等品質性能表」による
（試験方法）

・ 設ける　施工箇所（　　　   　　）　形状（ ※ 図示   　・　    　　　　） 　

(一般社団法人)公共建築協会「工事建築材料等品質性能表」による

[6.16.2〜4]タイル張り
a.伸縮調整目地の位置　床タイル　（ ※ 縦、横とも4m以内ごと   　・ 図示

　　　　　　　　　　床タイル以外　　（ ・ 図示　   ・　　　                 ）  

・
(7)壁タイル張りの工法
　外装タイル    ・ 密着張り    ・ 改良積上げ張り    ・ 改良圧着張り
　内装タイル以外のユニットタイル    ・ マスク張り    ・ モザイクタイル張り
※ 既製調合モルタル

　モルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント,細骨
材,混和剤等を予め工場において所定の割合に配合した材料とする。

b.セメントモルタルによるタイル張り

(3)曲がりの役物の成形

(4)試験張り    ・ 行う    ※ 行わない
(5)見本焼き    ・ 行う    ※ 行わない
(6)下地モルタル塗りを行う場合のコンクリート素地面の処理

・ MCR工法

(1)タイルの形状,寸法等

(2)役物
・ 出隅　　　・ 入隅　　　・ 巾木　　　・ まぐさ(外部)　　　・ まぐさ(屋内)

※ 標準的なものは一体成形、特殊なもののみ接着成形　　　・ 全て一体成形

※ 目荒し工法（標準仕様書15.3.4(3)による高圧水洗浄）

・ 窓台(外部水切)　　　・ 窓台(屋内)　　　・

・ 全て接着成形

　・　            　　） 　

c.有機系接着剤によるタイル張り

(6)接着剤のホルムアルデヒド放散量

※ 目荒し工法（標準仕様書15.3.4(3)による高圧水洗浄）
・

・

　　　　※ 規制対象外　　　　・

(1)タイルの形状,寸法等

(2)役物

(8)下地調整塗材塗りを行う場合のコンクリート素地面の処理

(3)曲がりの役物の成形

・ 出隅　　　・ 入隅　　　・ 巾木　　　・ まぐさ(外部)　　　・ まぐさ(屋内)

※ 標準的なものは一体成形,特殊なもののみ接着成形　　　・ 全て一体成形

・ 窓台(外部水切)　　　・ 窓台(屋内)　　　・

全て接着成形
(4)試験張り    ・ 行う    ※ 行わない
(5)見本焼き    ・ 行う    ※ 行わない

(7)コンクリート面の下地調整塗材塗
※ 有機系下地調整材
・ コンクリート素地
・ モルタル

　打継目地
　ひび割れ誘発目地

　その他の目地
　伸縮調整目地

(9)外装壁タイル接着材張りにおける目地のシーリング材
※ ポリウレタン系シーリング材    　　
※ ポリウレタン系シーリング材    　　

※ 変成シリコン系シーリング材  　　
※ 変成シリコン系シーリング材 　　

・
・

・
・

(11)外壁タイル用の有機系接着剤の「Q-CAT認定品」の適用は次による。
※採用する(以下の条件による)

適用するタイル張り下地はコンクリート面,モルタル面,押し出し成形セメント板
面に限定する。下地がモルタルの場合は、下地コンクリート面の高圧水洗浄

一般社団法人全国タイル業協会が認定する材料とし、全国タイル工業組合
加入業者による施工とする。また、同組合による保証制度を適用する。

適用するタイルはJIS A5209適合品とし、長さ600mm以下かつ面積900

系下地調整材と接着剤の組み合わせ)に適合するものとする。
c㎡以下とした上で、同材料の認定条件(タイルと接着剤の組み合わせ,有機

等による目荒しを行う。

・ 採用しない

d.施工後の確認,試験

接着力試験は、監督職員の承諾を受けて、省略することは可とする。・
接着力試験の省略は不可とする。※

接着力試験
[6.16.2]

材料
セルフレベリング材

図示,特記なき限り10※ ・
セメント系※ せっこう系・

厚さ(mm)

[6.17.2〜3]セルフレベリング

７　
塗
装
改
修
工
事

[7.1.3]材料 屋内で使用する塗料のホルムアルデヒド放散量
　※ 規制対象外　　　　・

　　　　　　・ 次の箇所を除き防火材料とする（箇所︓　　　　　　　　　）

※ 防火材料　   ※ 屋内の壁,天井仕上げは防火材料とする
階段室内の塗装は、不燃材認定品を使用する※

　[7.2.2〜7]下地調整 塗替えＲＢ種の場合の既存塗膜の除去範囲 
　※ 塗替え面積の30％程度　     ・ 図示　          ・ 

塗替えの場合
下地面等

透明塗りの場合

目地︓上記以外

目地︓
各種

コンクリート面

コンクリート面及び
モルタル面及びプラスター面

鉄鋼面

木部 ※ RA種 ・

コンクリート面︓DP塗りの場合
押出成形セメント板面

ボード面

ＡＬＣパネル面

(DP塗りの場合を除く)

継目処理工法

※ RA種
・RC種※

RB種※

RB種※

RB種※

RB種※

※ RA種
RB種※

※ RA種

RB種※

種別

※ RA種
RB種
RA種

RB種※

RB種※

RB種※

※ RA種
RB種※

※ RA種

RB種※

RB種※ RC種※

新規塗装の場合 補修の有無

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

※
※

錆止め塗料塗り [7.3.2〜3]

塗装
　　　　　　工程　　　　塗装の種類 　　　　　 塗装面 　 塗替え 　　　新規塗装

・ 合成樹脂調合ペイント

木部屋外 

塗り (SOP) 

木部屋内 

  塗料の種別 

鉄鋼面 

    ※ 1種　   ・ 2種 

亜鉛めっき鋼面

・ クリヤラッカー塗り(CL) 
・ フタル酸樹脂エナメル塗り(FE)
・ アクリル樹脂系非水分散型塗料塗り

・ つや有合成樹脂エマル
ｺﾝｸﾘｰﾄ面等

  ションペイント塗り
屋内の木部 
屋内の鉄鋼面 
屋内の

・ 合成樹脂エマルションペイント塗り(EP) 
・ 合成樹脂エマルション模様塗料塗り

・ ウレタン樹脂ワニス塗り １液形(UC) 

・ ラッカーエナメル塗り(LE) 
・ ステイン塗り(OS) 

・ 木材保護塗料塗り(WP)

b.つや有合成樹脂エマルションペイント塗り(EP-G)（ｺﾝｸﾘｰﾄ面,ﾓﾙﾀﾙ面,ﾌﾟﾗｽﾀｰ面,せっ
こうﾎﾞｰﾄﾞ面,その他ﾎﾞｰﾄﾞ面）の塗替えの場合のしみ止め 　
  ※ 改修標準仕様書表7.9.1の工程１の下塗りをしみ止めシーラーとする 

c.合成樹脂エマルションペイント塗り(EP-G)の塗替えの場合のしみ止め 　
  ※ 改修標準仕様書表7.10.1の工程１の下塗りをしみ止めシーラーとする

Ｇ・ 高日射反射塗料塗り 
  下地調整（改修標準仕様書の表7.2.2）　・ ＲＡ種　   ※ＲＢ種   　・ＲＣ種 

工程 塗料その他 塗付け量
（kg/㎡)種類規格番号 規格名称 等級

耐侯性 ※ １級 塗料製造所
※２種JIS K 屋根用塗料 ・ ２級塗料塗り

・ ３級

・ ウレタン樹脂ワニス塗り ２液形(UC) 

[7.5.1〜7.13.2]

(EP-G)

(鋼製建具） 
亜鉛めっき鋼面

(NAD) 

亜鉛めっき鋼面 

(EP-T) 

B種 A種※
B種 B種
B種 B種

A種 B種

B種 B種

B種 B種
－ －

B種 B種

B種 B種
B種 A種
B種 B種

B種 B種

B種 B種

B種 B種

B種 B種
B種 B種

B種 B種
－ －
B種 B種

※ ※
※

※ ※

※ ※

※ ※

※ ※

※ ※

※ ※
※ ※
※ ※

※ ※

※ ※

※ ※

※ ※
※ ※

※ ※

※ ※

改修標準仕様書,標準仕様書に記載のない塗装については、塗料製造所の標

・

・ １種

９　
環
境
配
慮
改
修
工
事

－ －

a.水性ウレタン樹脂クリヤー塗り(WUC)は、次による
(株)関西ペイント「アレス水性木部用クリヤーＵ」同等品とし、下地処理,塗り工法は
塗料製造所の標準仕様による。

仕上 ※ 無色透明クリヤー仕上　　　　　・ 着色透明クリヤー仕上

８　
耐
震
改
修
工
事
等

適用範囲
 [8.1.1]＜一般事項＞

本特記仕様書の「Ⅰ 工事概要」に記載された工事の内、改修特記仕様書第8章1節
8.1.1「一般事項」に該当する工事内容

※

・

コンクリートの
仕上り

※ 普通コンクリート    　・
(6.14.1〜3)コンクリートの種類無筋コンクリート

・　
（床型枠用鋼製デッキプレートの梁側面の打増し部に限る）・ 図示

d.打増し範囲
・ 20㎜　    ・

・ 外装タイル後張り面の打増し処理
・ 20㎜　     ・・ 10㎜　

・ 打放し仕上げの打増し厚さ(内部に面する部分に限る)
・ 20㎜　      ・

・ 打放し仕上げの打増し厚さ(外部に面する部分に限る)
 [8.7.8]c.打増し厚さ

・ 改修標準仕様書 8.2.7(f)(2)及び改修標準仕様書　表8.2.6による　
　[8.2.7] [表8.2.6]b.スリーブの材種

・
・ 床型枠用鋼製デッキプレート

使用する場合は、強度,変形等について、事前に監督職員と協議すること。
コンクリート及びグラウト打設時の充填性の確認のため型枠の一部に透明型枠等を

・ 合板
 [8.2.7]型枠 a.せき板の材料

・

耐火被覆材

・・
・・ 改修標準仕様書　表7.3.1　A種

　種別 適用箇所
c.鋼製スリーブの内側(鉄骨に溶接されたもの)

・・
・ 屋外,屋内     　・・ 改修標準仕様書　表7.3.2　Ａ種

適用箇所　種別
b.亜鉛めっき面

・・

・ 改修標準仕様書

・ 改修標準仕様書
適 用 箇 所　種 別

a.鉄鋼面
塗料の種別錆止め塗装  [8.17.2][8.17.3][7.3.2][表7.3.1][表7.3.2]

・ 屋外　(改修標準仕様書8.17.2の範囲以外)　

・ 屋内　(改修標準仕様書8.17.2の範囲以外) 

 (7.9.2〜7)[8.18.2]
種別 材料,工法 適用箇所,適用部位

・ 乾式吹付けロックウール
・ 半乾式吹付けロックウール
・ 湿式ロックウール
・
・ 繊維混入けい酸カルシウム板
・

・
・ 高耐熱ロックウール

・ 耐火板張り

・ 耐火材巻付け

・ ラス張りモルタル塗り
・ 耐火塗料塗り

耐火性能 適用箇所,適用部位

a.種類等

b.耐火性能

・ 30分耐火
・ 1時間耐火
・ 2時間耐火
・ 3時間耐火

(7.12.3)(表14.2.2)溶融亜鉛めっき
溶融亜鉛めっきの種類 材料 適用箇所
A種(HDZ55) 最小板厚　6.0mm

B種(HDZ45) 最小板厚　3.2mm以上

C種(HDZ35) 普通ボルト,ナット類、アンカー
ボルト類、最小板厚2.3mm

b.外観検査　　※ 行う　　　　・ 行わない

a.種別等

以上3.2mm未満の型鋼,鋼板

※ 図示
・
※ 図示
・
※ 図示
・

c.めっき付着量の検査　   ・ 行う   　・※ 行わない

・・ 既存壁　　　　打継ぎ面の10〜15%程度
・ 既存柱、梁面　打継ぎ面の15〜30%程度

c.既存コンクリートの目荒しの程度
・
・ 平均深さ 2〜5㎜（最大7㎜）程度の凹面を、全体にわたってつける。

b.既存コンクリートの目荒しの範囲
・
※ 既存コンクリートとモルタル又はグラウト材の充填部の接合面
※ 既存コンクリートとの打継ぎ面

a.適用範囲既存部分の
＜耐震＞

[8.21.3] [8.22.3] [8.23.3]
処理

表7.3.1 Ｂ種

表7.3.1 Ａ種 ・

・ 

以上の型鋼,鋼板

6.0mm未満の型鋼,鋼板

・ ロックウール吹付け

仕上表による
形状寸法

・

よる区分
吸水率に 釉薬 色 害性

耐凍
滑
耐

り
性有 無

・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

有 無
(mm)

厚さヨコタテ

施工箇所または

分類記号

仕上表による
形状寸法

・

よる区分
吸水率に 釉薬 色 害性

耐凍
滑
耐

り
性有 無

・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

有 無
(mm)

厚さヨコタテ

施工箇所または

分類記号

の仕様による

※ 高日射反射率塗料は環境共存型遮熱塗料とする。

・ フライアッシュセメントB種 ・ 設備基礎
・ 高炉セメントB種

・
・ 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 保護ｺﾝｸﾘｰﾄ

又は混合セメントのA種
※18

・ 設備基礎
※15 ・ 普通ポルトランドセメント ・ 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 保護ｺﾝｸﾘｰﾄ

Fc (N/m㎡)  （cm） 適用箇所セメントの種類スランプ設計基準強度

・
・ 18

・

・
・
・

・
・

・

・

・

・

・

・
・

・
・
・

・
・

・

・

・

・

・ ・
・ ・
・ ・

・ ・

・ ・
・ ・
・ ・

・ ・

・ ・
・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

準仕様による

構造図に記載なき限り、下記,図示,特記による。
[8.1.4][8.2.7][表8.1.3][表8.1.4][表8.1.5]

コンクリートの打放し仕上げの種別
・ A種　　　　・ B種　　　　・ C種

コンクリートの仕上がりの平たんさの種別(他に特記のない場合)
・ A種　　　　・ B種　　　　・ C種

　［8.11.1〜3］

アスベスト含有建材の存在は次による
※ 図示 ・ 下表による

棟名 室名 アスベスト含有建材の種類部位

アスベスト(石綿) [9.1.1〜6]
含有建材の

工事着手に先立ち、目視及び貸与する既存資料等により、アスベストを含有して
いると思われる建材の存在の有無について調査し、上記1〜4の事項を監督職員

事前調査

※

工事着手に先立ち、設計図面等、本工事に関わる設計図書にアスベスト含有※

１．アスベスト含有建材が使用されている部位の確認
２．アスベスト含有建材の厚さ,形状寸法等の確認
３．アスベスト含有建材が使用されている数量の確認
４．施工範囲等の確認

調査範囲（ ※ 今回工事範囲　　　　　　・ 図示　　　　　　　） 　
貸与資料

・ 有り　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
・ 無し

建材の存在が示されている場合は、該当部位について、次の1〜4の内容を調査
し監督職員に報告する。

アスベスト含有建材の内、アスベスト含有アスファルト防水関連材料については次※
による。
１．対象となる防水関連材料

特殊アスファルトフェルト類︓1986年以前に製造されたもの
特殊アスファルトルーフィング類︓1987年以前に製造されたもの
アスファルト系接着剤類︓2003年以前に製造されたもの

2．本工事範囲における対象となる防水関連材料の有無
・ 有り(図示)　　　・ 不明

3.対象となる防水関連材料の有無が「不明」の場合は次の手順で調査を行う。
(a)建設当時(当該部分の改修工事が行われた時点を含む)の工事記

録を基に、使用された材料を特定し、材料製造所にてアスベスト含有
の有無を判定する

(b)上記(a)で判定できない場合はサンプルを採取し、分析調査を行う(サ

4.対象となる建材が「有り」場合、または分析調査で有ることが判明した場合は
次による。

(b) 含有分析試験の結果、含有が確認されたものについては、本章およ
び解体共通仕様書 第6章の記載により処理を行う。なお、処理に要

(a) 「有り」の場合は、本章および解体共通仕様書 第6章の記載により

した費用(分析調査費を除く)及び工事工期については、設計変更

処理を行う

ンプリング数は監督職員と協議のこと)。

2. アスベスト含有建材の事前調査 

に報告する。 　

(1)

(2)

(3)

1. 「アスベスト含有建材」とは、アスベスト含有の吹付材,成形板,建築材料等をいう。

特記事項 本特記仕様書に記載なき事項は構造図による。

＜コンクリート＞

＜鉄骨＞

の対象とする。

2022.9.9

e.ALCパネル,ECPパネル取付下地金物の耐火被覆

　　・ 

　　※ 耐火建築物等、建築基準法の規定により耐火被覆の施工を求められる主要構造
部(外壁,床,屋根)、防火区画,建築基準法施行令第114条第2項の規定による

ALCパネル,ECPパネルを支持する下地鉄骨鋼材等にパネルを取り付けるための金
物類に耐火被覆を施す。耐火被覆の耐火性能(耐火時間)及び被覆材料は、主
要構造部(柱,梁)と同一とする。
ALCパネル,ECPパネルを支持する下地鉄骨鋼材等にパネルを取り付けるための金
物類への耐火被覆の施工は不要とする。

5675

MCR工法

32

33

34

1

3

2

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

屋外
屋内 B種 B種※ ※・ ・

(8)目地の有無 目地は既製調合目地材を使用する※　目地あり
・ 目地なし

(10)目地の有無 ※　目地あり ・ 目地なし

塗装 工程の種別

亜
鉛

鉄
鋼
面

7.4.2(イ)

SOP

め
っ
き
鋼
面

A種 C種
※

※

A種
B種

C種

※

※

※

※

※

・
・
・
・

・
・
・

EP-G
DP

※ B種 ・

※ A種
C種
B種

SOP
EP-G
DP

SOP
及び
EP-G
DP

SOP
及び
EP-G
DP

塗替
新規見え掛り
新規見え隠れ
新規

新規建具
新規その他
塗替
表7.4.6

A種

A種
B種

・　耐候性

鉄鋼面

亜鉛めっき鋼面 

上塗り等級︓
※1級 ・ 2級

上塗り等級︓

ｺﾝｸﾘｰﾄ面及び

・ 3級 －

－

－

－
　　塗料塗り(DP) ※1級 ・ 2級 ・ 3級

※1級 ・ 2級 ・ 3級

A-1種又は※
A-2種

A-1種又は※
A-2種

・ ・
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柱、梁

００７Ａ－



Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ
Ｇ

Ｇ
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[9.2.2〜4]外断熱 a.断熱材
　　　　　　　　　　　　　　種類 　　　厚さ(mm)

・ ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材 
・ 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材 （ｽｷﾝ層なし）  ・ 保温板（2種b） 

・ 保温板（3種b） 

・ A種硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温材 
・ ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温材 （3種2号を除く） 
・ ロックウール 
・ グラスウール 
b.施工箇所   　　　・ 図示　　   　 
c.ホルムアルデヒド放散量　   ※ 規制対象外   　・ 
d.外装材 

　　　　　　　　　　種類    防火性能 　　　備考
・

e.既存外壁の措置 
  (1)既存外壁仕上げ材の撤去   　　・ あり　　　　・ なし 
  (2)下地面の清掃　　   ・ 行う　　　　・ 行わない 
  (3)欠損部の改修工法　　　・ 改修標準仕様書4.1.4による　   　　・ 
f.工法 　
  (1)通気層の有無　　　 ・ あり（　　　mm）   　・ なし 
  (2)断熱材の施工　　　※ 断熱材製造所の仕様による　   　・　 
　(3)外装材の施工　　　 ・ 外装材製造所の仕様による　    　・ 
  (4)建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法 　
　　※ 適用する（建築基準法に基づき定まる風圧力の（ ・ 1　   ・ 1.15   　・ 1.3）

倍の風圧力に対応した工法） 
    ・ 適用しない 

改修工事

断熱,防露 [9.3.2〜4]
断熱材のホルムアルデヒド放散量    　※ 規制対象外   　・改修工事
・ 断熱材打込み工法

　　　　　　　　　　種類 　　　厚さ(mm)
・ ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材 
※ 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材 （ｽｷﾝなし）  ・ 保温板（2種b） ・ 25   　・

・ 保温板（3種b） ・ 25   　・
・

・ A種硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温材 
・ ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温材 （3種2号を除く） 

　施工箇所   　　　・ 図示　   　　・ 
・ 断熱材現場発泡工法 

　断熱材の種類　 ※ A種1　   　 ・ B種1 
　厚さ（mm）　　・ 25   　・ 30　   ・   　
　施工箇所　　　   ・ 図示　 

・ 現場発泡断熱材
（品質,性能）

（試験方法）

屋上緑化 [9.6.1〜3]a.植栽基盤及び材料
　　　　　　　　　　　　・ 適用する　   ・ 適用しない屋上緑化軽量システム

芝及び地被類の樹種並びに種類等                    　　　　　　　※ 図示   　・
見切り材、舗装材、水抜き管、マルチング材等　　   ※ 図示　   　・

（品質・性能）

（試験方法）

b.工法 　
  建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法 　
　　※ 適用する（建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の（ ・ 1  　・ 1.15　   

・ 1.3）倍の風圧力及び積雪荷重に対応した工法） 
    ・ 適用しない 
c.かん水装置　     ・ 設置する（種類　・    　    　　　・　         　　　）
d.既存保護層の撤去　　・ 行う     ・ 行わない 

改修工事

(一般社団法人)公共建築協会「工事建築材料等品質性能表」による

(一般社団法人)公共建築協会「工事建築材料等品質性能表」による

(一般社団法人)公共建築協会「工事建築材料等品質性能表」による

(一般社団法人)公共建築協会「工事建築材料等品質性能表」による

 [9.5.2〜3,5~9］透水性

改修工事

a.適用範囲︓歩道
b.既存舗装の撤去及び再利用　　   ※ 図示　　   　・
c.路床 
　路床の材料 

d.路床安定処理
　※ 添加材料による安定処理

　　種類
　　　　　　・ 生石灰（ ・ 特号   　・ 1号）　    　・ 消石灰（ ・ 特号   　・ 1号）
　　　　　　・
添加量　　　　kg/㎥  （目標CBR　    ・５以上　   ・　　　　）

  ・ 

e.路床の試験 　　
  砂の粒度試験　　　・ 行う　   ・ 行わない 　　
  路床土の支持力比（ＣＢＲ）試験　　　・ 行う　   ・ 行わない 　　
  路床締固め度の試験　　・ 行う　   ・ 行わない 

f.路盤 
  路盤の構成及び厚さ　　   ・ 図示   　・ 
  路盤材料　※ 再生材のクラッシャラン 

            ・ クラッシャラン鉄鋼スラグ
            ・　　　　　　　　
            ・ 図示 

g.路盤の試験
  路盤締固め度の試験　　   ※ 行う　   ・ 行わない　 

・ 普通ポルトランドセメント　   　・ フライアッシュセメントB種

h.舗装
　　　　　　　　　　　　　　　　材料 　　　厚さ(mm)

ストレートアスファルト ・ 図示　   　・
i.舗装の試験

　透水性アスファルト混合物等の抽出試験　　・ 行う　　   ・ 行わない 
　舗装の平たん性　　※ 著しい不陸がないもの　   　・ 

そ
の
他
特
記
事
項
、
製
造
所
リ
ス
ト
、
製
品
リ
ス
ト
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種別 材料 厚さ  (mm)

・

・
・ 図示
・
※・ Ａ種　　  ※ Ｂ種      ・ Ｃ種　　   ・ Ｄ種

・ 建設汚泥から再生した処理土　
・ 再生クラッシャラン    　    ・ クラッシャラン
・ 切込み砂利　

量10％以下）

・

・ 川砂,海砂又は良質な山砂（75μmふるい通過・ フィルター層

・ 凍上抑制層

・ 盛土 図示

※ 図示

・ 川砂,海砂又は良質な山砂（75μmふるい通過

量6％以下）

既存塗膜(仕上塗材または下地調整材)にアスベストが含まれている場合は、管轄官庁の
指導に従い、法令の規定に基づいた適正な工法で処理する。除去工法は(財)日本建築
センターの建設技術審査証明事業の審査を受けた工法とし、審査証明の写しを提出し、
監督職員の承諾を得ること。

アスベスト粉じん濃度測定の適用
※ 下記1,2および3の記載により行う

行わない・
　1.測定時期、場所及び測定点

　2.測定方法

測定 5測定 1,2,測定 3

　　　　47 ﾒﾝﾌﾞﾚﾝﾌｨﾙﾀ直径(mm) 　　　25 　　　　　　25
試料の吸引流量(ℓ/min) ※ 1      ・ ※ 5          ・ ※ 10     ・
試料の吸引時間(min) ※ 5   　 ・ ※ 120    　・ ※ 240 　・

4,6,7,8測定条件

各２点

（敷地境界）
４方向各１点処理作業室外

以下の位置各２点
出口吹出し風速1
各２点〜５点

各２点

処理作業室内

処理作業室内
調査対象室外部

処理作業室内

処理作業室内

備考

各２点〜５点

調査対象室外部 計２点
各２点〜５点

負圧・除じん装置
の吹出口

(注)1

大気

－

－

－

大気

測定１
測定２

測定３

測定４

測定５

測定６

測定７
測定８

測定場所 測定点
（各施工箇所ごと）

(注)1︓各施工箇所ごとの作業室面積が50㎡以下までは２点、300㎡以下までは
３点、1,000㎡以下までは４点、1,000㎡を超えるものは５点とする。

の付近

の付近

(注)1

(注)1

アスベスト含有
　　吹付材の除去

a.処理工法
　※　除去工法

　・　封じ込め処理

　・　囲い込み処理（　　　　　　　　　　　　　　）

c.除去物及び汚染物等の処理
d.工事中の保管場所
e.処分

　※ 密封処理　　　　・　セメント固化

及び処分

※ 構内　　　　　・　

除去工法は改修標準仕様書 第9章[9.1.3]による工法、または(財)日本建築

封じ込め工法は(財)日本建築センターの建設技術審査証明事業の審査を受け
た工法とし、審査証明の写しを提出、監督職員の承諾を得ること。

センターの建設技術審査証明事業の審査を受けた工法とし、審査証明の写しを
提出し、監督職員の承諾を得ること。

　　※ 埋立処分(管理型最終処分場)　　　
　　・ 中間処理（溶融施設） 

  b.除去したアスベスト含有吹付け材等の飛散防止　　
　　※ 密封処理　   　※ 湿潤化　　   ・ セメント固化 　　　

b.除去物及び汚染物等の処理 　※ 密封処理　　　　　・　セメント固化　　保温材等の除
a.除去工法 　※　手ばらし　　　　　・

去及び処分

アスベスト含有

[9.1.3]

[9.1.4]

d.工事中の保管場所 ※ 構内　　　　　・　
e.処分 　　※ 埋立処分(管理型最終処分場)　　　

　　・ 中間処理（溶融施設） 

アスベスト含有
成形板の除去

及び処分

a.除去工法 　※　手ばらし　　　　　・ [9.1.5]
b.工事中の保管場所 ※ 構内　　　　　・　
c.処分 　　※ 埋立処分(管理型最終処分場)　　　

　　・ 中間処理（溶融施設） 

3.上記1,2の内容については、事前に管轄行政の指導を受けること。

手続き等 労働基準監督署などに必要な書類の届出を行い、指導を受ける。

アスベスト含有
塗膜の除去

除去後の仕上 ※ 図示　　　　　・

アスベスト粉じん
濃度測定

下記の建材(アスベスト含有アスファルト防水関連材料を除く)については次によ※

1.本項において対象となる建材
※ アスベスト含有の可能性があるが、設計時点で分析調査による含有

2.対象となる建材はサンプル採取の上含有分析調査を行う(サンプリング数の記

アスベスト含有
分析調査の適用(1)
※ 前項(3)(4)記載のもの及び下表記載のものについて分析調査を行う

分析調査は行わない(ただし前項(3)(4)記載のものを除く)・
建材名 定性分析 定量分析

・ 箇所数(　　　　　　）・ 箇所数(　　　　　　）
・ 箇所数(　　　　　　）・ 箇所数(　　　　　　）
・ 箇所数(　　　　　　）・ 箇所数(　　　　　　）
・ 箇所数(　　　　　　）・ 箇所数(　　　　　　）

サンプル数は、１箇所あたり３個とする
採取箇所　　  ※ 監督職員と協議する　　　　・ 図示　   　　　・
分析対象はアモサイト,クリソタイル,クロシドライト,アクチノライト,アンソフィライト,
トレモライトとする。

分析方法は次によるものとし、分析結果を監督職員に報告する。(2)
※ 「建材中の石綿含有率の分析方法」（平成28年4月13日基発0413第3号）

（令和3年12月22日基発1222第17号)による。

が確認できなかったもの(下記2(1)の表に記載のもの)。

る。

※ 既存資料でアスベスト含有建材の存在が確認できなかったもの。

載がない場合は監督職員と協議のこと)。含有が確認されたものについては本

費用(分析調査費を除く)及び工事工期については、設計変更の対象とする。

(4)

アスファルト舗装

・

建材の分析調査 

2022.9.9

処理作業前

処理作業後
（シート養生中）

処理作業後
シート撤去後
１週間以降

処理作業中

測定時期

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1
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・ 外周部

請負人は、工事請負代金５００万円以上の工事について、工事実績情報サービス
作成及び登録 （ＣＯＲＩＮＳ）入力システムに基づき「工事カルテ」を作成し、監督職員の確認を

受けた後、（財）日本建設情報総合センター(JACIC)に提出するとともに、センター発行

５００万円以上２，５００万円未満の工事については、受注時の登録のみでよい。
提出の期限は以下のとおりである。
（1）受注時登録データの提出期限は、　

（2）完了時登録データの提出期限は、

（3）施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、
　　　変更があった日から１０日以内に変更データを提出しなければならない。

暴力団員等による 守山市の発注する建設工事等における暴力団員等による不当介入の排除について
不当介入の排除 （「不当介入に関する通報制度」の徹底について）

(1)　請負者（請負人または受注者）は、暴力団員等（暴力団の構成員および暴力団
　　　　関係者、その他県発注・工事等に対して不当介入をしようとするすべての者をいう。）
　　　による不当介入(不当な要求または業務の妨害）を受けた場合は、断固として
　　　これを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに　

(2)　請負者は、前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書
　　　(別記様式第１号)により所轄警察署に届け出るとともに、監督職員に報告するもの

　　　　とする。また、請負者は、以上のことについて、下請負人に対して十分に指導を行うも

(3)　請負者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が
　　　生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

市内下請 　守山市の発注に関し、下請施工を必要とする場合、また施工に必要な各種の資材等の

調達促進
　購入については、可能な限り市内に本社・本店を有する者の中から選定する。

完成図 完成図は、設計図書相当を作成し、原図、ＣＡＤデータおよび
焼付製本（Ａ１サイズ）２部、（縮小版Ａ３サイズ）３部を提出するものとする。
なお、標仕の表1.7.1の完成図に本特記仕様書を加えたものとする。

2 公害対策 工事着手前に付近の状況を調査し、騒音、振動、塵埃の発生、土壌汚染、
排水汚染等公害発生のなきよう、工事竣工まで万全の対策を講ずること。

3 産業廃棄物の
処理、公害対策

請負人は、産業廃棄物を適正に処理するにあたり下記事項を含め、事前に監督職員に
施工計画書を提出して承諾を受けること。
(1) 本工事に使用する特定建設資材及び排出する特定建設資材廃棄物については、
　　「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）を厳守し、　

(2) 「資源の有効な利用の促進に関する法律」（リサイクル法）及び建設副産物適正
　　処理推進要綱を厳守し、建設副産物の発生抑制および再利用の促進に努めること。
　　また再生資源利用〔促進〕計画書および同実施書を作成し速やかに報告のこと。

(3) 請負人は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を厳守し、同法第１２条の３に
　　よるマニフェストシステムにより的確に実施すること。

　　分別解体及び再資源化等実施すること。

保険等 請負人は工事の内容に応じた火災保険、建設工事保険等を工事目的物に付するものとする。4

工事カルテの5

の「工事カルテ受領書」の写しを監督職員に提出すること。なお、工事請負代金が

　　　　契約締結後１０日(土、日、祝日、年末年始を除く)以内とする。

工事完了後１０日(土、日、祝日、年末年始を除く)以内とする。

6

　　　捜査上必要な協力を行うものとする。

　　　　のとする。

7
・市内材料

製本図書 落札業者は工事に先立ち、下記に示す製本図書を作成し提出すること。
（建築工事、電気設備及び機械設備工事の全てを１部とする。）

※製本図書（A1）及びA3縮小製本（表紙及び背にタイトルを入れる事。） 
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   部数︓A1:1部、A3:4部
・ CD－R

００８Ａ－

各種手続き 外壁の色彩計画確定前に守山市都市計画課と協議を行うこと。9
また、必要に応じて、各種手続きを行うこと。



注記︓本工事に該当するものは「　　」とし、「　　」の項目は適用しない

同上　水中ポンプからの排水管及び接続
同上　排水桝内設置の水中ポンプ
同上　通気管・排水管・人通孔
二重スラブ内及び床下ピット　　排水桝　（仕上を含む）

洗濯機パン　（配管接続含む）（周囲のシーリング共）

同上　一次側電気配管・配線及び接続

大型鏡
化粧鏡（既製品）

同上　ケーブルトレンチ及び蓋

カーテン、暗幕、ブラインド
カーテンボックス、暗幕ボックス、ブラインドボックス
カーテンレール

同上　煙感連動制御盤及び一次側・二次側配管配線

身障者用案内チャイム．音声誘導装置等
身障者用点字表示等
身障者用手摺

洗面カウンター（穴明け共）

ジェットタオル
ベビーシート、ベビーチェアー、多目的シート、着替え台

洗面化粧台、同化粧鏡
洗面化粧台バックガード

同上　一次側電気配管・配線及び接続
同上　給水・給湯・排水配管工事（接続共）

同上　給水・給湯・排水・配管工事（接続共）

同上　フード廻りに取り付ける幕板

同上　換気設備
同上　給湯リモコン・呼出ボタンの開口及び補強
同上　ドレン金具取付

ユニットシャワー、ユニットバス等（据え付けを含む）

同上　一次側電気配管・配線工事

同上　排水金物（オーバーフロー　有・無　共）

同上　排水金物（オーバーフロー　有・無　共）

（据え付けを含む）

同上　給水・給湯・排水・ガス配管工事（接続共）

同上　コンセント・操作パネル・接続工事

造り付け流し

同上　排水金物
同上　給水金物・給湯・排水・ガス配管工事（接続共）

据え付け流し（特注品） （据え付けを含む）

据え付け流し（既製品）

同上　コンセント・操作パネル・接続工事

同上　一次側電気配管・配線工事

換気フード
同上　ダクト接続工事

同上　換気設備工事

ミニキッチン（照明、レンジ等）

ＯＡフロア・フリーアクセスフロア床パネル（穴あけ含む）、床防塵塗料
同上　情報及びコンセント　（穴あけ含む）

衛生 空調区分項目 備考建築 電気 別途

煙感知器連動の防火防煙シャッター及び防煙垂れ壁
同上　自動開閉装置（レリーズ）
同上　動作用煙感知器及び電気配管・配線・接続
同上　動作表示及び電気配管・配線・接続
同上　制御盤
同上　制御盤の一次側電気配管・配線及び接続（予備電源共）

現場制作間仕切（ＬＧＳ等）の開口・補強

機械室等の　配管トレンチ・排水溝・桝・蓋及び塗床仕上
電気室等床の　配線トレンチ、蓋及び塗床仕上

｛本設（受電・電話・上水・下水・ガス等）から

煙突（鋼板製の場合）（掃除口含む）

同上　　煙道接続用スリーブ

ＲＣ造・ＳＲＣ造・ＰＣ造のスラブインサート

地中障害物撤去

ＰＣ部材の貫通・開口補強等、押込み部品の取り付け

Ｓ造・ＳＲＣ造の貫通スリーブ（鉄骨部分）

ＲＣ造・ＣＢ造の　スリーブ・箱入れ

同上　貫通箇所の補強（鉄骨穴明けを含む）

同上　貫通箇所の補強

工事現場保安要員、交通整理員
その他の仮設建物及び機械器具等

監理員事務所の架払い、備品、維持、補修
仮囲い・足場・桟橋等の架払い、維持、補修

同上　機器取り付け・配線

同上　位置出し・位置の指示

設備機器（ダクト・配管等）下の天井下地の吊りボルト支持及び補強
設備機器・器具・配管・配線・ダクト用つりボルト及びインサート

鋼製間易間仕切（既製品）及び　開口・補強

同上　機器取付用アンカー・架台・防震浮基礎及び位置出し
屋上設置機器の基礎・仕上・床補強

同上　機器取付用アンカー・架台・防震浮基礎及び位置出し
屋内設置機器の基礎・仕上・床補強

キュービクル保守架台
屋外型受水槽・キュービクル等の囲壁

同上　配管施工後の穴埋め
屋根防水箇所の配管塔（ＰＳ立ち上がり）（仕上を含む）

屋外設置機器の基礎・仕上

同上　排水金具・排水管及び接続

同上　マシンハッチ等駄目穴用補強及び閉鎖
同上　機械搬入用ホイストレール又は吊フック

同上　ウエザーカバー、ベントキャップ

内・外壁の　換気・排気・リタ－ン等の　ガラリ

同上　取り付け（シーリングを含む）
同上　ダクト接続工事

玄関出入口の床マット下の排水桝（仕上を含む）

同上　機器取付用アンカー・架台・防震浮基礎及び位置出し

換気扇の取り付け工事（壁・天井）

同上　天井切込み及び補強・補修　　壁　貫通孔及び補強・補修

点検口（床・壁・天井）及び　開口補強

防火区画・防火壁を貫通するダクト・配管等の防火処置

同上　リモートスイッチ取り付け
同上　電気配管・配線及び接続
同上　取り付け枠（木枠以外）
同上　取り付け枠（木枠）

照明器具・スピーカー等の天井埋込機器の切込み及び補強・補修

同上　位置出し・位置の指示
吹出口・吸込口空調機器等の天井埋込機器の切込み及び補強・補修

同上　位置出し・位置の指示

同上　位置出し・位置の指示

同上　位置出し・位置の指示
同上　配管・ボックス取り付け及び補強

同上　ボックス・機器取り付け、配管・配線及び接続

煙突　　（ＲＣ造の場合）（掃除口含む）

同上　位置出し・位置の指示

ＤＳ、ＰＳ、ＥＰＳ　床防塵仕上

部品は各工事に支給

部品は空調工事から支給

取付用穴明け︓建築

図示のみ本工事

取付用穴明け︓建築

便所・洗面カウンター部等

同上　一次側電気配管・配線及び接続

同上　一次側電気配管・配線及び接続
電動式移動棚

雨水排水竪管（外部配管）　　（第一会所までの横引き管を含む）

その他水槽（ＲＣ造）（仕上を含む）

同上　（内部配管）　　（第一会所までの横引き管を含む）

屋外排水管（雨水） 　（雨水桝を含む）
同上　（汚水）　　　　　（汚水桝を含む）
同上　（雑排水） 　　　（雑排水桝を含む）

同上　一次側電気配管・配線及び接続
同上　照明内蔵案内板等の二次側電気配管・配線及び接続

同上　　オーバーフロー

サイン（電照サイン含む）本体及び取付下地　独立サイン用基礎

消火器
消火器ボックス

搬送設備
同上　動力・一次側電気配管・配線及び接続

同上　排水溝・桝・蓋
同上　一次側電気配管・配線及び接続

同上用　排水溝・桝・蓋
同上用　衛生器具類取付・配管接続

嵩上げコンクリ－ト

同上用　給水・給湯・排水管等の接続、排水トラップ

厨房器具　及び　据付　排水トラップ（水栓共）

同上　給水・給湯・排水管等の接続　　

同上用　給排水金物

太陽光発電システム機器及び取付下地（アンカーボルト共）
同上　基礎及び仕上
同上　配管、配線工事

同上　一次側電気配管・配線及び接続

図示分のみ
図示分のみ

エレベーター

同上　制御盤（ＥＶ機械室内または昇降路内等）から
外部インターホンまでの配管・配線

同上　動力・照明用電源、アース、防災信号、拡声設備
（館内放送用）の一次側電気配管・配線及び接続

同上　運行監視盤取付・配管配線・接続

同上　保守点検用コンセント

同上　出入り口廻りの開口及び機械室の床穴開け
同上　昇降路内及びピットの仕上

同上　昇降路がＲＣ造及びＳＲＣ造の時、軌条・中間ビーム
・ブラケット他昇降路内の鋼製部材一式

同上　出入口扉・三方枠・幕板補強鉄骨
同上　三方枠取り付け・枠廻り埋戻し・同補強

同上　昇降路がＳ造の時の中間ビームブラケット受けピース
同上　昇降路又は機械室内の吊りフック取付

同上　昇降路内の足場・点検タラップ
同上　昇降路内ピット仕上

同上　昇降路内の煙感知器

電動リフト（小荷物専用昇降機）
同上　三方枠
同上　動力・電灯用一次側電気配管・配線及び接続
同上　保守点検用コンセント
同上　昇降路の仕上
同上　出入り口廻りの開口及び機械室の床穴開け
同上　昇降路内の点検扉
同上　昇降路内の足場

同上　遠方操作用電気配管・配線・接続（予備電源共）
同上　動作表示及び電気配管・配線・接続
同上　動作用煙感知器及び電気配管・配線・接続
防煙ダンパ及び温度ヒューズ付防煙ダンパー

同上　制御盤の一次側電気配管・配線及び接続

同上　二次側電気配管・配線及び接続
同上　一次側電気配管・配線及び接続
機械排煙設備（操作機構を含む）・排煙口・動作表示

同上　盤組込みの発信網・表示灯及び起動押しボタン
同上　配管・配線及び接続

等の付属型制御盤（二次側を含む）
ユニット形消火栓ポンプ・スプリンクラーポンプ・自動給水装置

同上　一次側電気配管・配線及び接続

中央監視装置及び中央監視部分（防災盤）

同上　遠方操作用電気配管・配線及び接続
同上　遠方操作用機器　（取付含む）

空調設備の動力盤
同上　一次側電気配管・配線及び接続
同上　機器連動インターロック（火災発生時の空調機停止を含む）

セパレート型空調機の二次側電気配管・配線及び接続
空調機器のドレン排水（最寄り会所への接続を含む）

同上　給水管（槽外部１メートルまで）（接続を含む）
同上　水柱

同上　給気管
同上　排気管
同上　流入管（最寄り第一会所への接続を含む）
同上　放流管（最寄り第一会所への接続を含む）
同上　制御盤

同上　外部取り出し警報の電気配管・配線及び接続
同上　アース工事（接地極共）　

同上　制御盤一次側電気配管・配線及び接続
同上　制御盤二次側電気配管・配線及び接続

揚泥管・汚水管・潤泡管・送気管・散気管等

地下貯油槽（付属品を含む）
同上　遠隔油面計

同上　遠隔油面計用一次側電気配管・配線及び接続
同上　遠隔油面計用二次側電気配管・配線及び接続

同上　杭及び杭端処理及び杭頭補強

同上　遠隔油面計の取り付け

遠方注油口に設けるＤ種接地工事

同上　外部マンホール・チェッカープレート
浄化槽　ＲＣ造工事（コンクリート打ち放しまで）

同上　外部防水工事及び外装仕上（扉含む）

同上　内部機器用各種配管
同上　内部機器用アンカーボルト
同上　内部機器用基礎の仕上
同上　内部機器　（基礎含む）
同上　内部防水工事及び内装仕上

膨張水槽の溝面電極工事
受水槽・高架水槽の液面電極工事
汚水槽・雑排水槽の液面電極工事
湧水槽・雨水湧水槽の液面電極工事

液面電極以外の水位制御器（フロースイッチ等）

同上　ＲＣ造外部工事（コンクリート打ち放しまで）
同上　ＲＣ造外部の仕上（防水工事共）　

空調機等のリモートスイッチの機器取り付け・電気配管・配線及び接続

自動制御用電気配管・配線及び接続

自動制御機器の計装盤
同上　一次側電気配管・配線及び接続（電源供給）

防犯機器設備
同上用配管工事

電話機器設備（配線・ＭＪを含む）
同上用配管工事（プレートを含む）

同上用配管・配線工事
音響・映像システム機器及び配線工事

情報システム機器
ネットワーク（ＬＡＮ）機器（配線・ＭＪを含む）
同上用配管工事（プレートを含む）

上水引き込み（申請手続き共）
下水本管への接続（申請手続き共）

電気・電話の引き込みハンドホール・引き込み柱

外灯　（コンクリート基礎含む）

給水加入金・上水引き込み負担金・下水放流負担金・電力引き込み

図示分のみ
図示分のみ

注記︓昇降機設備工事は建築工事に含む

姿見鏡

同上　一次側電源
同上　電動装置　（二次側配線含む）

自動ドア

電動シャッタ－・電動スクリ－ン
同上　一次側電気配管・配線及び接続
同上　リモートスイッチの機器取付電気配管・配線及び接続

同上　電気錠廻り（建具内）の配線
同上　建具と制御盤間の配管配線

同上　制御盤と自火報受信機間の配管配線

同上　システムの電源供給
オ－トドアシステム用制御盤取り付け

同上　制御盤及び制御器への電源供給

同上　建具内配線
同上　システムのシリンダスイッチ　取り付け

同上　電気錠取付調整
電気錠制御盤及び制御器の取付

防火戸の自動閉鎖装置（レリ－ズ）

「電気錠関連」

同上　照明器具・コンセント（取り付けを含む）
同上　衛生器具・水栓(給水・給湯)・排水トラップ　（取り付けを含む）

同上　一次側配線・結線

同上　水栓類の取付

同上　下部の排水管
同上　フルカウンタ－内部さや管・水栓

同上　一次側電源接続(スイッチを含む)
同上　照明器具

同上　一次側電気配管・配線及び接続・点検用スイッチ共
同上　二次側電気配管・配線及び接続

鋼板製煙突基礎

同上　貫通補強
床・壁の貫通スリ－ブ・箱入れ
デッキプレート・ALC版・押出成形板等の床・壁開口補強及び切断

嵩上げコンクリ－ト

及び　ドアガラリ（ダクト接続用単管、プレフィルター共）

配管等躯体貫通部・不要穴あけ部の穴埋め・止水処理
外壁の埋め込み配管に対するひび割れ防止補強

同上　グリ－ストラップ

浴槽　（風呂釜と接続するもの）
浴槽　（風呂釜と接続しないもの）

シャワ－パン

電動式映写スクリ－ン（ボックス共）

床暖房（電気式または温水式）発熱体
床押え（嵩上げ）コンクリート、床仕上

床暖房コントロ－ラ－取付
制御盤を含む二次側配線等一式

二次側電気配管配線共

マット用連絡管敷設共
制御配線通線及び結線共

ＲＣ造の　防火水槽・消火水槽・雨水槽（仕上を含む）

同上　機械室の電源盤・２次側配管配線
同上　昇降路内区画貫通処理

同上　インジケ－タ押しボタン用壁穴あけ（躯体補強・埋戻共）
同上　敷居受台ＲＣ床持出し
同上　ガイドレ－ル受けビ－ム・取付金物
同上　インタ－ホ－ン（取り付け・接続共）
同上　かご内監視カメラ・昇降路内配管配線
同上　メンテナンス会社への自動通報装置

電波障害机上調査

空調機器の一次側電気配管・配線及び接続

建物引渡し時までの基本料金及び使用料金を含む}

煙道（煙突への接続・接続部の耐火材の充填・仕上を含む）

煙道（煙突への接続・接続部の耐火材の充填・仕上を含む）

工事用電話・電力・上水・下水・ガスの使用料金

区分項目 備考 区分項目 備考 区分項目 備考

同上　給水金物・給湯・排水・ガス配管工事（接続共）

電波実走調査・対策費

同上　ＲＣ躯体内部の充填砂（充填工事共）

同上　給水・給湯・排水・ガス配管工事（接続共）

同上　テンキーまたはカードリーダー

同上　監視モニター（取り付け・接続共）

同上　トレンチ（ピット）及び蓋
同上　トレンチ（ピット）用分流槽（接続共）

負担金・ＡＴＶ引き込み負担金等の各種負担金

同上　杭及び杭端処理及び杭頭補強

洗面ボウル一体型カウンター
同上　排水トラップ

換気ガラリ(アルミ製建具)背面のチャンバーボックス

市民病院エレベータ棟改修および別館解体工事

あと施工アンカー

別館（解体）内部の備品、医療機器の撤去

衛生 空調建築 電気 別途 衛生 空調建築 電気 別途 衛生 空調建築 電気 別途

工事区分表 A1: - 

A3: - 

００９Ａ－

空配管まで本工事
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1階全体平面図(現況)

A3:1/400

A1:1/200

市民病院エレベータ棟改修および別館解体工事
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A1:

A3:

仕上特記凡例表

令和2年版Ver.1.2

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 
 ・ 

 ・ 

 ・ 

【 特記事項 】

不
燃

【 不燃,準不燃材料　認定番号 】
区分 認定番号 名称

NM-8619 石膏ボード t=12.5、t=15

準
不
燃

壁
装
材
料

基
材
同
等

 ・ 

【 内部下地材料表 】

 ・ 

【 注記 】

製造所名,商品名,個別認定番号等が記載された材料については、同等以上の性能があり、認定番号等を持つ材料を採用するものとする。

凡
例
、
基
材
等

【 材料記号 】

内
装
材
料

区分 記号

 ・ ベンチマークBM

構
造
、
下
地
等

RC直

・

【 水槽の内部仕上 】

事業団仕様に
よる種別

材料名

硬化後厚さ

防食仕様

Ｃ種 Ｂ種
防水仕様

仕様

断熱

２
プ
ラ
イ

２
プ
ラ
イ

塗
布
４
回
以
上

t>3.0t>1.3

ビ
ニ
ル
エ
ス
テ
ル
樹
脂
ガ
ラ
ス
マ
ッ
ト

ビ
ニ
ル
エ
ス
テ
ル
樹
脂

t>1.3

特
殊
水
性
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
系

塗
布
１
回
以
上

塗
布
１
回
以
上

１
プ
ラ
イ

ポ
リ
ウ
レ
ア
樹
脂

ポ
リ
ウ
レ
ア
樹
脂

エ
ポ
キ
シ
樹
脂
ガ
ラ
ス
ク
ロ
ス

塗
布
２
回
以
上

塗
布
２
回
以
上

塗
布
３
回
以
上

塗
布
３
回
以
上

t>1.0 t>1.1t>2.0 t>2.0 t>0.7 t>0.9

特
殊
水
性
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
系

特
殊
水
性
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
系

エ
ポ
キ
シ
樹
脂
ガ
ラ
ス
ク
ロ
ス

エ
ポ
キ
シ
樹
脂

ポ
リ
マ-

セ
メ
ン
ト
系
塗
膜
防
水

コ
ン
ク
リ
ー
ト
打
放
し

床･

壁

天
井

床
・
壁

天
井

ケ
イ
酸
質
系
塗
膜
防
水

コ
ン
ク
リ
ー
ト
打
放
し

コ
ン
ク
リ
ー
ト
打
放
し

（
専
門
工
事
業
者
に
よ
る
蓄
熱
断
熱
防
水
）

厨房排水槽
汚水槽
雑排水槽
中水槽
工業用排水槽
消火水槽
雨水貯留槽

補給水槽

駐車場排水槽
湧水槽
蓄熱槽

※

・

※
※

・
・
・

・

・

・
・
・

・
・
・

・

・

・

・
・
・

・
・ ・

・

※

※

※
※
※

・

・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・

※
※

※
・

日本下水道事業団の腐食環境条件による分類

Ｄ１種

日本下水道

エレベーターピット

自家発冷却水槽

防水

断
熱

区分 記号名称 備考 名称 備考

コンクリート直均し（金コテ押え）
仮ベンチマークKBM
基準地盤面（設計GL）GL
平均地盤面HGL
基準床面FL

幅W、w
長さ
H:高さ   h:建具の腰高さ 　CH:天井高さ
直径d、Φ、D、R
半径r
センターラインC
縮尺S=1/000
間隔@
厚さt=

パイプスペース（特記なき限りスラブ付）PS
電気配管スペース（特記なき限りスラブ付）EPS
ダクトスペースDS
エレベーターEV
小荷物専用昇降機DW、LIFT

L、ℓ
H、h、CH

L

ユニットバス︓(   )内は規格寸法を示す。UB(＊＊＊＊)
US(＊＊＊＊)

ヘアライン仕上（#120）HL
バイブレーション仕上VB

可動間仕切（パーティション）PT
移動間仕切（スライディングウォール）SLW

アスファルト防水A防水
合成高分子系ルーフィングシート防水S防水
塗膜防水T防水

鉄骨鉄筋コンクリートSRC
鉄筋コンクリートRC
コンクリートC、Con
鉄骨S
軽量鉄骨（軽量鉄骨壁下地、軽量鉄骨天井下地）LGS
コンクリートブロックCB
軽量気泡コンクリートパネル(ALCパネル)ALC
押出成形セメント板(ECPパネル)ECP
プレキャストコンクリートPC

ユニットシャワー︓(   )内は規格寸法を示す。

木製、木造W
モルタルM、Mo

スチール(鉄鋼)ST
アルミニウムAL
ステンレスSUS

プレート(鋼板)P
フラットバー(平鋼)FB-

L-

共通

 ・ RC(A) コンクリート打放し A種
 ・ 
 ・ コンクリート打放し C種
 ・ コンクリート化粧打放し

RC(B)
RC(C)
RC化

コンクリート打放し B種

床
 ・ VB(1) ビニル巾木 H=60
 ・ VB(2)
 ・ 
 ・ 
 ・ 木製巾木

VB(3)
VB(4)
WB

ビニル巾木 H=75
ビニル巾木 H=300
ビニル巾木 H=100

 ・ VS(1) FS︓ビニル床シート t=2.0
 ・ VS(2)
 ・ VS(3)

FS︓ビニル床シート t=2.0
FS︓ビニル床シート t=2.0 ノンワックス

 ・ FVS(1)
 ・ FVS(2)
 ・ FVS(3)
 ・ 

FVS(5) ・ 
FVS(6)

HS︓発泡複層ビニル床シート t=2.0

FS︓耐薬品性ビニル床シート t=2.0

FS︓耐動荷重性ビニル床シート t=2.0 
FS︓帯電防止性ビニル床シート t=2.0

FS︓導電性ビニル床シート t=2.0 

 ・ 

KS クッションフロア t=2.3

 ・ 

VT(1) KT︓コンポジションビニル床タイル t=2.0

 ・ 

VT(2) FT︓複層ビニル床タイル t=2.5 
 ・ 

FVT(1) FOA︓床置きビニル床タイル t=4.0 (帯電防止)
 ・ 

FVT(2)
 ・ 

FVT(3) FOB︓薄型床置きビニル床タイル ・ 

GT ゴム床タイル ・ 

フローリング 複合フローリング

TCP(1) タイルカーペット（t=6.5  500x500 ループパイル）

 ・ 

TCP(2) タイルカーペット（t=9.0  500x500 カットパイル）

 ・ TCP タイルカーペット（500x500）

 ・ 

塗床U 弾性ウレタン系合成樹脂塗床（コーティング工法）
塗床E(1) 厚塗型エポキシ系合成樹脂塗床（流しのべ工法）

 ・ 

塗床E(2)
 ・ 

FLP(1)
 ・ 

FLP(2)

GL工法 直張り工法

DW(RC) 外壁廻り内壁,スラブ裏　PF板打込断熱材

DW(S)

 ・ Y1,Y2,･･･ 屋根
 ・ 外壁
 ・ GC1,GC2,･･･ 天井、軒裏
 ・ H1,H2,･･･ 庇
 ・ Z1,Z2,･･･ 金属類、その他

 ・ VP 硬質塩化ビニル管
 ・ HP 遠心力鉄筋コンクリート管
 ・ SGP-,GP- 配管用鋼管(スチール)
 ・ RD-T 縦引き用ルーフドレイン
 ・ RD-Y 横引き用ルーフドレイン
 ・ 
 ・ 

RD-J 中継用ルーフドレイン

 ・ 
TD 竪樋（特記なき限りカラーVP100Φとする）

外
部
仕
上
記
号

管
類　
樋

そ
の
他

 ・ NM-8613 不燃積層石膏ボードt=9.5

 ・ NM-8614 化粧石膏ボード t=12.5及び木目柄

 ・ NM-8615 強化せっこうボード t=12.5,15,21(耐火構

 ・ NM-9639 シージング石膏ボード t=12.5(耐水ボード)
 ・ NM-0530 押入用化粧石膏ボード t=12.5
 ・ NM-9645 普通硬質石膏ボード t=9.5,12.5
 ・ NM-8578 けい酸カルシウム板 t=5以上
 ・ NM-8579 化粧けい酸カルシウム板 t=5以上
 ・ NM-8599 ロックウール化粧吸音板 t=9,12,15(リブ付)
 ・ NM-8601 ロックウール吹付
 ・ NM-8605 グラスウール
 ・ 

NM-0892 バスパネル(耐蝕アルミ+不燃断熱材) t=9.5 ・ 

QM-9828 石膏ボード t=9.5 ・ 
QM-9824 化粧石膏ボード t=9.5 ・ 
QM-9826 ・ 
QM-9701 木毛セメント板 t=25 ・ 
QM-9706 硬質木片セメント板 ・ 
QM-9817 ロックウール化粧吸音板 t=9,12,15(リブ付) ・ 

QM-9402 ビニル壁紙︓防火認定品 ・ 
NM-9914 無機質壁紙︓防火認定品 ・ 
NM-0095 化粧シート︓防火認定品 ・ 

シージング石膏ボード t=9.5(耐水ボード)

NM-8585 塗料塗装／不燃下地 ・ 
NM-8571 無機質砂壁状吹付材塗り／不燃材料 ・ 
NM-8572 有機質砂壁状塗料塗り／不燃材料 ・ 
NM-8573 複合型化粧用仕上材塗り／不燃材料 ・ 

 ・ 

 ・ 

1. 図中「金属製材料」の記載について、材質が付記されていないものは全て
鉄鋼製(スチール製)とする。

PL、

RC,ALC,ECP面

RC面

ノンワックス
ノンワックス

本図の記載事項で「・」印および「※」印の付いたものは、 ・  印の付いたものを適用する。 ・  印の付かない場合は、※ 印の付いたものを適用する。　・  印と  ※ 印の付いた場合は，共に適用する。

CBX:カーテンボックス、BBX:ブラインドボックスCBX、BBX

セルフレベリング材SLV

FVS(4)

HS︓発泡複層ビニル床シート t=2.8

 ・ 
 ・ 

コンクリート直均し仕上
コンクリート＋モルタル

床パネル
コンクリート＋アスファルト防水(A防水)＋嵩上コンクリート
コンクリート＋塗膜防水(T防水)＋嵩上コンクリート
モルタル

フリーアクセスフロア、OAフロア

LGS

素地のまま

LGS＋GB-R-Ht9.5（不燃）

LGS＋FK(1) t=6

床
区分 記号 仕様

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7

C1
C2
C3
C4

天
井

 ・ 
 ・ 

 ・ 
 ・ 
 ・ 
 ・ 
 ・ 

 ・ 
 ・ 
 ・ 
 ・ 

LGS＋GB-NCt9.5（不燃）
LGS＋GB-Rt12.5（不燃）

C5
C6

 ・ 
 ・ 

壁

 ・ SOP 合成樹脂調合ペイント塗り
 ・ EP 合成樹脂エマルションペイント塗り

 ・ EP-T 合成樹脂エマルションペイント模様

EP-G つや有合成樹脂エマルションペイン ・ 

EP-M 多彩模様塗料塗り

NAD アクリル樹脂系非水分散形塗料

 ・ 

AE アクリル樹脂エナメル塗り

 ・ 

FE フタル酸樹脂エナメル塗り
DP 耐候性塗料塗り

 ・ 

B-AE アクリル樹脂焼付塗装

B-FUE フッ素樹脂焼付塗装
CL クリヤーラッカー塗り

 ・ 

AC アクリル樹脂ワニス塗り（アクリル樹脂クリ

 ・ 

UC ウレタン樹脂ワニス塗り
OS 油性ステイン塗り
WP 木材保護塗料塗り

塗
料

 ・ 

 ・ 
 ・ 
 ・ 

 ・ 

塗料塗り

ト塗り

塗り

ヤー塗り）

 ・ 

 ・ 

共
通

床スラブ面(コンクリート躯体面)SL

コンクリート＋セルフレベリング材

F8
コンクリート＋嵩上コンクリートF9

FVS(7) FS︓防臭性ビニル床シート t=2.0 
FVS(8) FS︓防滑性ビニル床シート t=3.0 
FVS(9) FS︓厨房用　防滑性ビニル床シート t=2.0

塗装仕上に適用
仕上塗材に適用
打放しのまま
化粧打放し

NM-8606 グラスウール ガラスクロス張り

トイレシャワーユニット︓(   )内は規格寸法を示す。UST

OF1,OF2,･･･ 外部床

EP-Si

 ・ 

(化粧有りは天井用)

造用)

【 凡例,記号説明 】
区分 記号 記号説明

 ・ 

そ
の
他

 ・ 

B-UE ウレタン樹脂焼付塗装

市民病院エレベータ棟改修および別館解体工事

2時間耐火壁:LGS下地＋強化GB21

1時間耐火壁:LGS下地＋強化GB15

一般間仕切壁:LGS下地＋GB9.5

一般間仕切壁:LGS下地＋GB9.5

W1'

W2'

W3'

W4'

W1

W2

一般間仕切壁:LGS下地＋GB-Rt12.5W3

一般間仕切壁:LGS下地＋GB-Ft21

1時間耐火壁:LGS下地＋GB-Ft12.5

ALCt120+発泡ウレタンフォームt25吹付GW1

W4 外周部:LGS下地＋GB-Rt12.5

仮設間仕切　LGS65下地＋GB-Rt9.5(片面)天井まで仮W1

W5 LGS下地＋GB-Rt12.5+GB-Rt12.5(片面) 天井まで

W6 1時間耐火壁:LGS下地＋GB-Ft15

VS(4) FS︓ビニル床シート t=2.5 ノンワックス

CP カーペット ・ 

 壁,天井
 ・ CL(1) 無機質壁紙（不燃）
 ・ CL(2)
 ・ CL(3)

ビニル壁紙（準不燃以上）
化粧シート（不燃）

 ・ CL(4) 織物製壁紙（準不燃以上）
 ・ PW(1) 普通

 ・ GB-R 石膏ボード
 ・ GB-R-H
 ・ GB-P

普通硬質石膏ボード
吸音用孔あき石膏ボード

 ・ GB-S シージング石膏ボード
 ・ GB-F 強化石膏ボード
 ・ GB-NC 不燃積層石膏ボード（模様なし）
 ・ GB-NC(T) 不燃積層石膏ボード（トラバーチン模様） 吉野石膏:ジプトーンライト

 ・ GB-D 化粧石膏ボード（　 不燃）t=9.5
 ・ GB-D(W)
 ・ GB-D(K)

化粧石膏ボード（杉柾模様）
吸音用化粧石膏ボード（不燃）

 ・ GB-L 石膏ラスボード
吉野石膏:スクエアトーンD

 ・ 押入用GB-D 押入用化粧石膏ボード（木目）

 ・ AB フレキシブルボード
 ・ FK(1) けい酸カルシウム板
 ・ FK(2) 化粧けい酸カルシウム板 A&Aマテリアルズ:ステンド＃500
 ・ FK-P 吸音孔あきけい酸カルシウム板
 ・ PF板 押出法ポリスチレンフォーム保温板
 ・ Pbボード 石膏ボード t=12.5の上に鉛板を貼り付けた製品
 ・ DR(1) ロックウール化粧吸音板（普通）
 ・ ロックウール化粧吸音板（立体模様）DR(2)

吉野石膏:ソーラトン
吉野石膏:ソーラトンキューブ15

 ・ HW 硬質木毛セメント板
 ・ NW 普通木毛セメント板
 ・ PVC 化粧塩ビシート 住友3M:ダイノックシート
 ・ MP(1) メラミン化粧合板
 ・ MP(2)
 ・ MP(3)

メラミン不燃化粧合板
耐摩耗不燃化粧板

 ・ RW ロックウール
 ・ GW グラスウール ガラスクロス張（ピン止め） ・ 

 ・ GB-NC(M) 不燃積層石膏ボード（天然トラバーチン模様） 吉野石膏:マーブルトーンライト
準

合板（　　　　）ラワン
 ・ PW(2) 普通合板（　　　　）シナ

 ・ HUT 塩ビ床タイル

 ・ 

 ・ +強化GB21(両面)天井裏共

+強化GB15(両面) 天井裏共

+GB12.5(両面) 天井裏共

 ・ 

 ・ 

+GB12.5(片面) 天井まで
一般間仕切壁:GB12.5＋ケイカル板8＋W5' LGS下地＋GB9.5+GB12.5　天井裏共

 ・ +GB-Ft21(両面) 天井まで

 ・ 

 ・ 

 ・ 

+GB-Ft12.5(両面) 天井裏共

+GB-R-Ht9.5(両面) 天井まで

+GB-Rt12.5(片面)天井まで

 ・ 

 ・ 

 ・ 

+GB-Ft15(両面)  天井裏共

（防水型複層塗材CE吹付）


